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法
学
志
林
第
一
○
九
巻
第
四
号

三
、
「
体
験
」
概
念
を
め
ぐ
っ
て

四
、
市
民
と
「
体
験
’
三
以
上
「
神
奈
川
法
学
」
第
三
十
三
巻
第
二
号
）

第
五
章
へ
ラ
ー
の
「
国
家
学
」
～
国
法
学
か
ら
の
転
換
と
多
元
的
理
論

序（
１
）
へ
ラ
ー
の
基
本
的
ス
タ
ン
ス
に
つ
い
て

本
稿
は
ワ
イ
マ
ー
ル
期
国
法
学
の
諸
理
論
を
、
そ
の
方
法
論
と
社
会
観
と
の
関
連
を
基
礎
に
対
比
・
検
討
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の

よ
う
な
問
題
設
定
の
焦
点
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
主
体
」
概
念
の
位
置
づ
け
を
取
り
上
げ
、
認
識
論
的
主
観
と
実
践
的
主
体
と
に
対
す

る
理
解
の
重
な
り
合
い
に
着
目
し
た
。
法
哲
学
・
国
家
哲
学
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
、
つ
ま
り
方
法
論
は
、
同
時
に
時
代
の
実
践
的
課
題

に
対
す
る
解
答
の
試
み
で
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
章
で
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
カ
ウ
フ
マ
ン
、
ス
メ
ン
ト
と
対
比
し
な
が
ら
、

ヘ
ラ
ー
の
議
論
に
含
ま
れ
る
諸
側
面
を
照
ら
し
て
き
た
。
対
比
し
た
こ
れ
ら
の
論
者
も
こ
の
よ
う
な
方
法
問
題
の
含
意
を
自
覚
し
、
そ
れ

を
い
わ
ば
世
界
観
的
問
題
と
し
て
も
と
ら
え
て
い
た
。
そ
こ
で
の
焦
点
だ
っ
た
公
法
実
証
主
義
を
徹
底
さ
せ
た
ケ
ル
ゼ
ン
を
批
判
す
る
に

あ
た
り
、
各
論
者
は
、
そ
れ
を
社
会
的
な
い
し
政
治
的
、
あ
る
い
は
概
念
政
治
的
関
係
の
中
に
置
い
た
。
ヘ
ラ
ー
の
実
証
主
義
批
判
も
激

し
い
も
の
だ
っ
た
が
、
一
方
で
ヘ
ラ
ー
は
、
法
固
有
の
機
能
を
社
会
形
成
の
基
盤
と
し
な
が
ら
、
固
有
の
法
治
国
家
論
を
展
開
し
て
い
る
。

第
五
章
へ
ラ
ー
の
「
国
家
学
」
～
国
法
学
か
ら
の
転
換
と
多
元
的
理
論

序

グー、グー、〆今、

３２１
、写〆、－グ、－〆

ヘ
ラ
ー
の
基
本
的
ス
タ
ン
ス
に
つ
い
て

科
学
的
「
客
観
性
」
と
「
体
験
」
の
相
克

知
と
人
格
形
成
（
以
上
本
号
）

一一

Hosei University Repository



論
争
に
お
け
る
諸
議
論
の
関
係
に
つ
き
、
イ
ェ
リ
ネ
ク
『
一
般
国
家
学
』
に
発
す
る
諸
側
面
の
発
展
形
態
と
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
は
整
理
し

（
１
）

て
い
る
。
こ
れ
は
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
概
略
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。
イ
ェ
リ
ネ
ク
の
一
般
国
家
学
は
体
系
的
に
完
結
し

た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
国
家
の
二
面
説
は
一
般
国
家
学
の
二
律
背
反
を
集
約
的
に
示
し
て
お
り
、
理
論
的
学
科
と
し
て
認
識

判
断
を
行
な
う
二
股
社
会
学
」
「
一
般
国
法
学
」
対
実
践
的
学
科
と
し
て
価
値
判
断
を
行
な
う
「
政
治
学
」
、
そ
し
て
因
果
的
説
明
的

「
一
般
社
会
学
」
対
規
範
的
ド
グ
マ
的
「
一
般
国
法
学
」
「
政
治
学
」
が
、
そ
の
な
か
に
並
存
し
て
い
る
。
一
般
国
家
学
内
部
の
三
つ
の
分

野
は
以
上
の
よ
う
な
一
一
つ
の
二
項
対
立
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
る
が
、
イ
ェ
リ
ネ
ク
の
も
と
で
は
こ
れ
ら
三
者
の
統
合
は
明
確
で
は
な
い
。

イ
ェ
リ
ネ
ク
は
存
在
ｌ
当
為
の
二
元
論
と
い
う
新
カ
ン
ト
主
義
的
方
法
論
を
と
り
、
自
然
法
的
思
考
様
式
か
ら
脱
却
し
て
い
る
が
、
そ
れ

に
か
わ
る
も
統
一
的
な
国
家
理
論
と
そ
の
方
法
を
示
さ
ず
、
社
会
学
と
法
律
学
と
の
二
元
論
に
止
ま
っ
た
。
こ
の
二
律
背
反
の
克
服
が
、

彼
に
続
く
国
家
学
方
法
論
の
課
題
だ
っ
た
。

ケ
ル
ゼ
ン
は
こ
れ
ら
の
学
科
を
方
法
的
・
論
理
的
観
点
で
区
分
し
、
法
学
を
規
範
科
学
に
限
定
す
る
方
向
を
と
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て

ス
メ
ン
ト
や
ヘ
ラ
ー
は
国
家
の
現
実
的
活
動
の
過
程
（
旧
の
ウ
目
の
胃
・
侭
の
⑰
、
）
の
な
か
で
こ
れ
ら
の
学
科
を
結
合
さ
せ
る
と
い
う
方
向
に
進

ん
だ
。
つ
ま
り
、
「
対
象
そ
の
も
の
」
に
は
形
式
論
理
的
観
点
で
は
見
極
め
ら
れ
な
い
統
一
が
あ
る
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
公
法
実
証

主
義
の
展
開
と
し
て
み
れ
ば
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
イ
ェ
リ
ネ
ク
の
主
張
を
方
法
的
に
洗
練
・
貫
徹
さ
せ
た
と
い
え
る
。
だ
が
、
イ
ェ
リ
ネ
ク
の

ワ
イ
マ
ー
ル
期
国
法
学
に
お
け
る
方
法
と
主
体
の
問
題
（
六
）
（
大
野
）

一一一

し
た
が
っ
て
、
ヘ
ラ
ー
の
主
張
は
、
法
理
論
か
ら
国
家
学
へ
、
と
い
う
展
開
で
あ
り
な
が
ら
も
、
法
の
と
ら
え
方
、
法
と
国
家
の
関
係
の

中
に
、
ヘ
ラ
ー
の
主
張
の
枠
組
み
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
ヘ
ラ
ー
の
『
国
家
学
』
は
、
政
治
学
的
で
あ
る
と
と
も

に
、
な
お
法
の
概
念
形
成
、
機
能
と
い
う
法
哲
学
観
点
か
ら
も
検
討
す
る
価
値
が
あ
る
と
考
え
る
。
本
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
前

提
に
、
法
概
念
と
決
定
の
と
ら
え
方
を
中
心
に
、
ヘ
ラ
ー
の
主
張
を
再
構
成
し
、
本
稿
の
締
め
く
く
り
と
し
た
い
。
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法
学
志
林
第
一
○
九
巻
第
四
号

四

意
図
を
た
ど
れ
ば
、
む
し
ろ
ス
メ
ン
ト
ー
ヘ
ラ
－
の
線
に
つ
な
が
る
。
方
法
と
し
て
は
上
述
の
三
学
科
の
関
連
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
理
論
と
実
践
の
関
係
を
立
て
直
す
こ
と
が
イ
ェ
リ
ネ
ク
の
問
題
解
決
の
方
針
で
あ
り
、
対
象
の
面
か
ら
は
、
法
・
権
力
・
道
徳
の
関
連

を
指
摘
し
、
国
家
と
法
と
の
関
係
を
見
定
め
る
こ
と
が
イ
ェ
リ
ネ
ク
の
意
図
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
イ
ェ
リ
ネ
ク
の
暖
昧

さ
は
思
考
の
混
乱
と
い
う
よ
り
、
い
ず
れ
か
の
方
法
を
特
化
せ
ず
、
相
互
の
関
係
を
総
体
的
に
と
ら
え
な
お
し
た
と
い
え
よ
う
。
例
え
ば

「
事
実
的
な
も
の
の
規
範
力
」
「
規
範
的
な
も
の
の
事
実
的
な
力
」
と
い
っ
た
よ
う
な
方
法
二
元
論
の
立
場
か
ら
は
混
乱
し
た
概
念
も
、
こ

（
２
）

う
し
た
観
点
か
ら
は
当
然
の
認
識
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
意
味
で
は
、
こ
う
し
た
相
互
関
係
に
着
目
す
る
ヘ
ラ
ー
の
国
家
学
は
、
イ
ェ
リ

（
３
）

ネ
ク
の
遺
一
一
一
一
□
執
行
人
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
は
こ
の
よ
う
に
ヘ
ラ
ー
を
位
置
づ
け
る
。

中
心
的
な
論
点
で
あ
る
「
国
家
の
本
質
」
を
ど
こ
に
み
る
か
は
、
そ
れ
を
方
法
で
は
な
く
「
対
象
の
性
質
」
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
場

合
、
論
者
の
国
家
観
、
主
体
観
を
如
実
に
反
映
す
る
。
個
人
主
義
批
判
や
ブ
ル
ジ
ョ
ア
批
判
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
ヘ
ラ
ー
や
ス
メ
ン
ト
の

国
家
論
は
、
国
家
の
本
質
論
に
仮
託
し
て
自
ら
の
国
家
観
、
現
状
か
ら
の
脱
却
方
法
を
論
じ
て
い
る
。
彼
ら
の
方
法
が
と
き
に
政
治
的
方

法
と
呼
ば
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
国
家
」
と
い
う
対
象
の
性
質
に
関
す
る
主
張
に
と
ど
ま
ら
ず
、
彼
ら
の
用

い
る
方
法
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
方
法
の
問
題
は
世
界
観
的
転
換
や
時
代
の
問
題
を
よ
り
抽
象
的
な
次
元
で
包
み
込
む
、
射
程
の

広
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
認
識
方
法
の
問
題
は
、
主
体
と
対
象
と
の
関
わ
り
と
い
う
知
識
社
会
学
的
な
視
点
を
も
ち
、
そ
の
社
会

観
・
国
家
観
を
も
内
含
す
る
。
「
危
機
」
の
源
を
掘
り
下
げ
る
な
か
で
、
認
識
主
観
の
問
題
は
、
実
践
的
主
体
の
位
置
づ
け
と
不
可
分
に

扱
わ
れ
、
実
証
主
義
的
な
方
法
優
位
の
科
学
主
義
的
志
向
と
異
な
り
、
そ
れ
を
再
検
討
す
る
過
程
で
直
接
方
法
論
に
反
映
す
る
。

こ
う
し
た
理
論
と
実
践
の
交
差
点
に
、
決
定
の
正
当
化
問
題
が
位
置
す
る
。
決
定
が
正
当
化
さ
れ
る
と
、
理
論
的
な
い
し
学
問
的
正
当

性
の
み
な
ら
ず
、
現
実
の
義
務
づ
け
に
つ
な
が
る
。
新
カ
ン
ト
派
法
哲
学
を
め
ぐ
る
論
点
の
中
心
に
価
値
相
対
主
義
が
あ
る
。
決
定
は
客

観
的
に
正
当
化
で
き
る
の
か
、
客
観
的
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か
。
法
論
理
的
に
答
え
る
の
か
、
何
ら
か
の
社
会
的
事
実
の
文
脈
を
基
礎
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に
す
る
の
か
。
「
事
実
の
規
範
力
」
や
「
規
範
の
事
実
力
」
も
ま
た
こ
う
し
た
問
題
に
つ
な
が
る
。
そ
れ
は
妥
当
性
と
実
効
性
の
関
係
に

近
い
が
、
こ
と
に
法
的
決
定
の
場
合
に
こ
の
双
方
は
交
錯
し
、
そ
こ
に
（
ヘ
ラ
ー
の
意
味
と
は
違
う
が
）
「
法
哲
学
的
」
問
題
が
成
立
す

る
。
妥
当
性
に
も
「
内
容
的
」
な
正
し
さ
と
、
「
権
限
を
有
す
る
」
こ
と
に
よ
る
正
し
さ
が
あ
り
、
そ
の
ど
こ
に
重
点
を
置
い
て
考
え
る

か
で
主
張
の
性
格
は
異
な
っ
て
く
る
。
そ
の
二
元
論
的
を
つ
き
つ
め
規
範
的
に
権
限
問
題
に
集
約
し
た
の
が
一
方
で
ケ
ル
ゼ
ン
だ
が
、
決

断
主
義
や
ヘ
ラ
ー
の
主
権
論
の
一
面
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
権
力
国
家
論
も
政
治
的
な
意
味
で
そ
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
。

実
質
的
に
は
一
般
に
統
一
性
と
多
数
性
、
制
度
の
安
定
性
と
決
定
に
対
す
る
批
判
的
立
場
の
確
保
と
い
う
二
つ
の
要
請
の
調
整
が
課
題

と
な
る
。
も
っ
と
も
ワ
イ
マ
ー
ル
期
の
論
争
の
よ
う
に
、
－
１
危
機
」
を
前
提
に
し
て
、
そ
れ
を
（
そ
も
そ
も
何
の
危
機
か
が
問
題
だ
が
）

ど
こ
で
克
服
す
る
か
に
集
約
し
て
議
論
が
展
開
さ
れ
る
と
、
規
範
主
義
と
決
断
主
義
の
よ
う
に
、
｜
側
面
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
し

か
し
「
法
（
哲
学
）
的
」
問
題
は
こ
の
間
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
統
合
理
論
や
共
同
体
論
が
多
か
れ
少
な
か
れ
現
体
制

の
結
果
的
受
容
を
帰
結
す
る
の
に
対
し
て
、
決
定
の
正
当
化
を
介
し
て
そ
れ
を
批
判
的
に
合
理
化
す
る
視
点
は
、
合
理
性
へ
の
懐
疑
が
広

が
る
時
代
的
制
約
の
中
で
は
「
弱
い
」
立
場
と
考
え
ら
れ
て
し
ま
う
。

ヘ
ラ
ー
が
政
治
的
な
い
し
法
的
理
論
に
み
ら
れ
る
両
極
を
批
判
し
て
自
説
の
立
場
を
示
そ
う
と
し
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
実
証
主
義
／
個
人
主
義
対
有
機
体
論
、
自
然
法
論
対
英
雄
主
義
的
決
断
主
義
、
論
理
主
義
対
生
の
哲
学
、
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
対

エ
リ
ー
ト
の
循
環
な
ど
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
論
者
た
ち
と
の
親
近
性
と
対
決
姿
勢
に
、
こ
う
し
た
対
立
図
式
を

つ
く
り
上
げ
な
が
ら
自
説
を
練
り
上
げ
て
い
く
、
ヘ
ラ
ー
の
個
性
が
あ
る
。
ヘ
ラ
ー
の
主
張
は
、
｜
「
現
実
科
学
的
」
な
『
国
家
学
』
に
収

散
し
て
い
く
た
め
、
法
学
的
な
い
し
法
哲
学
的
問
題
と
は
異
な
る
地
平
に
移
行
す
る
ス
タ
ン
ス
な
い
し
プ
ロ
セ
ス
が
強
調
さ
れ
る
が
、
そ

の
前
提
に
は
法
や
制
度
を
め
ぐ
る
上
述
の
よ
う
な
関
係
へ
の
認
識
が
あ
る
。

ヘ
ラ
ー
が
法
則
思
考
に
反
対
す
る
の
は
そ
の
た
め
で
、
当
為
と
意
志
と
の
関
連
を
め
ぐ
る
一
連
の
議
論
は
、
結
論
に
つ
い
て
は
必
ず
し

ワ
イ
マ
ー
ル
期
国
法
学
に
お
け
る
方
法
と
主
体
の
問
題
（
六
）
（
大
野
）

五

Hosei University Repository



（
４
）

「
だ
が
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
具
体
的
な
全
体
性
、
こ
と
に
国
家
を
、
純
粋
な
法
則
思
考
は
決
し
て
考
慮
で
き
な
い
」
。
「
精
神
史
的
に
は
形

而
上
学
的
合
理
主
義
に
基
礎
づ
け
ら
れ
、
倫
理
、
法
、
そ
し
て
歴
史
的
ｌ
政
治
的
存
在
の
こ
う
し
た
論
理
化
は
、
心
理
学
的
に
は
安
全
性

の
欲
求
に
由
来
し
、
そ
の
信
じ
難
い
決
定
無
能
力
は
歴
史
的
ｌ
個
別
的
意
思
統
一
体
た
る
国
家
の
動
態
を
、
た
え
ず
変
化
す
る
、
た
え
ず

（
５
）

意
思
行
為
に
よ
り
妥
当
さ
せ
ら
れ
、
そ
し
て
維
持
さ
れ
る
べ
き
法
を
担
え
な
い
」
。

そ
の
理
論
的
な
主
唱
者
と
し
て
念
頭
に
あ
る
の
は
ケ
ル
ゼ
ン
で
あ
る
。
だ
が
ケ
ル
ゼ
ン
の
規
範
主
義
は
、
客
観
性
の
限
界
を
、
各
妥
当

連
関
で
と
り
う
る
解
釈
の
確
定
に
引
い
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
法
シ
ス
テ
ム
は
全
体
と
し
て
無
欠
の
シ
ス
テ
ム
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
反
面

の
結
果
と
し
て
法
形
成
は
主
観
的
な
決
定
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
。
本
稿
（
二
）
で
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
純
粋
法
学
と
民
主
主
義
的
手
続
論
を
一

応
連
続
し
た
も
の
と
と
ら
え
、
こ
の
主
観
的
決
定
の
側
面
に
関
わ
る
彼
の
主
張
を
み
た
が
、
そ
れ
も
含
め
て
ヘ
ラ
ー
（
あ
る
い
は
シ
ュ
ミ

ッ
ト
）
に
と
っ
て
は
、
内
容
を
欠
い
た
統
一
性
、
法
則
主
義
的
規
範
主
義
の
制
度
論
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
本
来
の
意
志
的
決
定
の
要
素

法
学
志
林
第
一
○
九
巻
第
四
号

一ハ

も
明
瞭
で
は
な
い
部
分
が
あ
る
も
の
の
、
問
題
の
所
在
を
一
示
し
て
い
る
。
そ
の
主
張
の
中
に
も
上
述
の
よ
う
な
二
つ
の
水
準
が
あ
る
。
一

つ
は
当
為
の
成
立
に
関
す
る
理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
こ
れ
は
存
在
と
当
為
、
意
志
と
規
範
の
二
元
論
に
対
す
る
彼
の
批
判
の
文
脈

に
属
す
る
。
ヘ
ラ
ー
は
そ
の
主
要
な
テ
ー
マ
を
彼
が
流
布
し
て
い
る
と
見
た
法
則
思
考
の
克
服
に
置
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
理
論
的
Ｉ
＋
々

法
論
的
の
み
な
ら
ず
、
実
践
的
ｌ
政
治
的
に
も
お
よ
ぶ
射
程
を
有
す
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
法
治
国
家
論
は
、
法
則
主
義
と
決
断
主
義
の
批

判
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
が
第
二
の
水
準
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
ヘ
ラ
ー
の
国
家
論
は
、
こ
の
両
者
を
ど
の
よ
う
な
方
向

で
克
服
し
て
い
る
の
か
。
本
稿
（
一
）
で
み
た
よ
う
に
、
ヘ
ラ
ー
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
国
法
学
に
と
っ
て
、
前
者
、
つ
ま
り
そ

う
理
解
さ
れ
た
公
法
実
証
主
義
と
そ
の
後
継
者
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
背
後
に
あ
る
思
考
法
が
ま
ず
問
題
だ
っ
た
。
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が
依
然
欠
落
し
て
い
る
と
さ
れ
た
。

も
う
一
方
の
極
は
、
い
わ
ゆ
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
流
決
断
主
義
で
あ
り
、
こ
れ
は
規
範
主
義
の
裏
面
を
い
っ
そ
う
直
裁
に
表
現
し
、
問
題
を

誰
が
決
定
す
べ
き
か
に
集
約
す
る
（
本
稿
（
三
）
）
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
決
断
主
義
と
見
る
評
価
が
妥
当
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
法
則
主
義

に
対
す
る
批
判
は
意
志
的
決
定
の
重
要
性
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
点
で
は
ヘ
ラ
ー
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
評
価
す
る
。

ヘ
ラ
ー
は
し
ば
し
ば
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
よ
う
に
意
志
的
決
定
を
過
大
評
価
し
て
い
る
と
批
判
さ
れ
る
。
だ
が
ヘ
ラ
ー
に
と
っ
て
は
、
決

定
の
所
在
を
こ
え
て
い
か
に
し
て
意
志
的
個
体
性
を
構
成
す
べ
き
か
、
い
か
な
る
役
割
を
そ
れ
に
つ
い
て
担
う
か
が
問
題
だ
っ
た
。
ヘ
ラ

ー
は
続
け
て
い
う
。

「
…
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
決
断
主
義
説
に
は
、
主
権
問
題
を
意
志
の
個
体
性
に
よ
る
決
定
の
問
題
と
し
て
、
す
ば
ら
し
い
理
由
を
挙
げ
て
通

（
６
）

説
に
反
対
し
て
主
張
し
た
と
い
う
大
き
な
功
績
が
認
め
ら
れ
」
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
だ
が
、
今
日
の
国
家
に
多
か
れ
少
な
か
れ
主
意
主
義
的
独
裁
制
を
見
る
彼
〔
シ
ュ
ミ
ッ
ト
〕
は
、
合
理
主
義
的
法
治
国
家
自
由
主
義

の
擁
護
者
で
あ
る
ケ
ル
ゼ
ン
と
同
じ
く
、
現
代
国
家
の
な
か
に
主
権
主
体
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
意
思
統
一
体
を
見
出
し
損
ね
て
い
る
。
純

粋
に
理
念
的
な
法
主
権
性
の
理
論
は
実
定
法
律
に
対
す
る
個
別
的
決
定
の
本
質
的
意
義
を
顧
慮
し
な
い
が
、
機
関
主
権
性
説
は
反
対
に
、

（
７
）

最
広
義
の
法
律
に
主
権
的
意
思
個
体
性
に
関
し
て
与
壹
え
ら
れ
る
決
定
的
役
割
を
見
落
と
し
て
い
る
」
。

こ
の
よ
う
に
、
法
律
な
い
し
法
と
、
意
志
、
と
り
わ
け
主
権
者
の
意
志
と
の
関
係
は
、
ヘ
ラ
ー
の
法
理
論
と
国
家
理
論
の
中
心
点
で
あ

ワ
イ
マ
ー
ル
期
国
法
学
に
お
け
る
方
法
と
主
体
の
問
題
（
六
）
（
大
野
）

七
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り
、
そ
の
特
徴
を
的
確
に
一
示
し
て
い
る
。
ヘ
ラ
ー
の
国
家
学
は
、
国
法
学
か
ら
の
脱
却
過
程
、
な
い
し
は
政
治
学
的
国
家
学
の
端
緒
と
見

ら
れ
る
が
、
確
か
に
法
の
自
立
性
を
相
対
化
し
、
そ
の
社
会
的
存
在
様
式
に
関
心
を
集
中
し
て
い
る
も
の
の
、
内
容
的
に
み
る
と
、
少
な

く
と
も
そ
の
半
分
は
国
家
の
法
的
統
制
あ
る
い
は
正
当
化
が
ど
こ
ま
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
か
を
追
求
し
た
法
治
国
家
論
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
「
主
権
論
」
で
の
意
志
統
一
体
の
論
証
か
ら
多
様
性
と
い
う
事
実
的
前
提
を
前
に
そ
れ
を
確
保
す
る
諸
契
機
に
重
点
が
移
り
、

法
（
律
）
と
意
志
と
い
う
基
本
構
図
は
維
持
さ
れ
つ
つ
、
社
会
的
多
様
性
と
そ
れ
が
関
係
す
る
過
程
を
多
角
的
に
整
理
す
る
中
で
、
法
原

則
と
社
会
的
正
統
化
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
規
範
性
と
正
常
性
、
適
法
性
切
の
呂
圓
農
碕
六
農
と
合
法
性
伝
の
恩
一
颪
計
な
ど
、
そ
れ
以
外
の
契

機
が
織
り
込
ま
れ
て
い
く
。
そ
れ
ら
は
「
法
」
の
過
程
、
つ
ま
り
法
治
国
家
を
考
察
す
る
上
で
、
劣
ら
ず
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
そ

れ
は
、
法
治
国
家
の
可
能
性
あ
る
い
は
臨
界
点
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
法
の
妥
当
性
問
題
が
社
会
的
実
効
性
と
重
ね
あ
わ
さ
れ
て

と
ら
え
ら
れ
（
社
会
的
妥
当
性
）
、
と
り
わ
け
こ
の
局
面
で
法
は
法
律
、
つ
ま
り
実
定
法
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

ヘ
ラ
ー
は
主
権
を
め
ぐ
る
問
題
を
、
意
志
統
一
体
と
し
て
の
主
権
の
正
当
化
と
、
主
権
担
当
者
な
い
し
立
法
や
執
行
の
正
統
性
確
保
を

通
じ
た
国
家
な
い
し
憲
法
体
制
の
安
定
と
に
大
別
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
法
を
前
提
に
し
つ
つ
も
そ
れ
を
破
る
可
能
性
の
あ
る
意
志
的

決
定
と
し
て
の
主
権
と
、
国
家
学
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
正
常
性
」
を
「
規
範
性
」
に
高
め
る
立
法
と
は
無
関
係
で
は
な
い
。
規
範
的
原

（
８
）

則
を
含
ま
な
い
た
ん
な
る
事
実
と
し
て
の
正
常
性
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
法
原
則
と
な
ら
な
い
。
外
的
服
従
の
み
で
妥
当
性
を
得
る
法
命
題

と
違
い
、
法
原
則
に
必
要
な
規
範
と
し
て
の
受
容
、
法
原
則
と
正
常
性
の
関
係
は
、
社
会
に
お
け
る
法
生
成
の
動
態
で
あ
り
、
法
治
国
家

の
実
質
を
示
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ヘ
ラ
ー
の
法
原
則
へ
の
依
拠
は
、
価
値
的
な
い
し
世
界
観
的
画
一
性
の
前
提
も
し
く
は
要
求
を
意

（
９
）

味
し
な
い
。
し
か
し
、
社
会
的
正
常
性
に
よ
り
侵
害
さ
れ
う
る
少
数
派
の
存
在
は
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
換
一
一
一
一
口
す
れ
ば
、

法
原
則
は
こ
の
よ
う
な
局
面
で
少
数
派
の
利
益
な
い
し
権
利
主
張
に
寄
与
し
う
る
の
か
。
寄
与
し
う
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
に
か
。
｜
方（
い
）

で
歴
史
主
義
に
対
し
て
強
調
さ
れ
る
、
錘
日
遍
的
な
法
的
良
心
、
人
間
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
性
に
よ
る
法
理
念
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
の
か
。
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こ
う
し
た
問
題
は
、
国
家
制
度
論
な
い
し
正
義
論
の
中
心
テ
ー
マ
だ
が
、
そ
の
枠
組
み
は
法
概
念
の
定
義
の
中
に
反
映
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
限
界
点
で
上
の
問
題
が
直
接
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
ヘ
ラ
ー
の
法
概
念
も
、
国
法
学
の
議
論
枠
組
み
を
う
け
つ
つ
、
共
同
体
権
威
に
よ
る

決
定
と
法
原
則
の
具
体
化
と
い
う
、
矛
盾
を
含
ん
だ
二
側
面
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
両
項
の
中
で
も
共
同
体
権
威
形
成
の
過
程
、
法
原

則
の
解
釈
そ
れ
ぞ
れ
に
同
様
の
対
立
が
内
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
最
終
的
に
国
家
的
な
い
し
社
会
的
権
威
に
よ
る
法
の
強
制
と
、
良
心

に
基
づ
く
個
人
の
抵
抗
に
ま
で
至
る
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
「
悲
劇
的
」
結
末
以
前
に
法
的
過
程
で
調
整
す
る
試
み
、
な
い
し
そ
の
営

み
に
、
ヘ
ラ
ー
の
関
心
の
多
く
は
向
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヘ
ラ
ー
の
国
家
学
は
法
か
ら
国
家
な
い
し
政
治
へ
の
転
換
と
割
り

切
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
む
し
ろ
彼
が
法
概
念
を
検
討
す
る
中
で
つ
か
み
出
し
た
問
題
点
を
具
体
化
す
る
も
の
と
し
て
「
国
家
学
」
を

い
わ
ゆ
る
政
治
的
方
向
の
公
法
学
者
は
、
国
家
と
個
人
の
弁
証
法
的
関
係
を
対
象
の
本
質
的
性
格
と
捉
え
、
「
国
家
」
へ
の
自
然
科
学

や
数
学
を
モ
デ
ル
に
し
た
形
式
主
義
的
ｌ
論
理
主
義
的
な
方
法
の
適
用
を
批
判
し
た
。
そ
れ
は
、
単
に
方
法
論
上
の
論
難
に
止
ま
る
も
の

で
は
な
く
、
か
よ
う
な
方
法
論
を
成
り
立
た
せ
る
「
世
界
観
」
そ
の
も
の
に
対
す
る
反
省
を
促
し
、
当
時
の
人
間
学
、
現
象
学
な
ど
と
問

題
設
定
の
枠
組
み
を
共
有
し
て
い
た
。
カ
ウ
フ
マ
ン
は
新
カ
ン
ト
派
法
哲
学
を
批
判
し
、
ギ
ー
ル
ヶ
の
弟
子
と
し
て
、
有
機
体
概
念
に
依

拠
し
な
が
ら
、
保
守
的
世
界
観
を
支
持
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
な
連
続
的
発
展
の
な
か
で
個
人
を
定
位
し
直
そ
う
と
す
る
（
本
稿

（
四
）
）
。
カ
ウ
フ
マ
ン
は
普
遍
的
な
も
の
へ
の
志
向
の
な
か
で
、
個
人
を
相
対
化
す
る
が
、
そ
の
な
か
で
上
か
ら
の
統
一
に
重
点
を
置
い

た
議
論
を
展
開
す
る
。
そ
れ
は
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
形
成
さ
れ
る
国
民
意
志
論
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
限
界
へ
の
自
覚
か
ら
指
導
者

人
格
が
強
調
さ
れ
る
に
至
り
、
権
力
的
な
国
家
本
質
論
に
結
び
つ
く
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
基
礎
と
す
る
有
機
体
論
は
、
国
際
関
係
に
関

す
る
議
論
で
、
権
力
主
義
的
な
国
家
間
の
対
抗
関
係
と
い
う
リ
ア
リ
ズ
ム
的
主
張
と
な
る
。

ヘ
ラ
ー
も
ま
た
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
国
際
関
係
の
中
で
の
ド
イ
ツ
の
位
置
の
復
権
を
目
指
す
点
で
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
し
へ

ワ
イ
マ
ー
ル
期
国
法
学
に
お
け
る
方
法
と
主
体
の
問
題
（
六
）
（
大
野
）

九

捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
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○

ラ
ー
に
は
、
権
力
主
義
的
国
家
観
は
法
の
意
義
を
過
小
評
価
し
、
国
際
的
秩
序
形
成
へ
の
道
筋
を
一
示
し
て
い
な
い
と
映
っ
た
。

政
治
的
－
上
天
践
的
に
は
、
こ
の
よ
う
な
世
界
観
的
背
景
を
も
つ
精
神
科
学
的
方
法
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ブ
ル
ジ
ョ
Ｚ
批
判
と
い
う
立
場

で
一
致
し
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
ヘ
ラ
ー
も
そ
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
マ
ル
ク
ス
の
影
響
を
受
け
た
左
派
系
統
の
論
者
と
も
一
致
し

て
い
る
。
実
証
主
義
に
対
す
る
批
判
は
、
同
時
に
「
ブ
ル
ジ
ョ
Ｚ
批
判
、
自
由
主
義
批
判
、
「
法
治
国
家
」
的
国
家
理
解
批
判
を
内
在

さ
せ
て
い
る
。
だ
が
、
原
子
化
し
た
個
人
に
代
わ
る
も
の
は
何
で
あ
り
、
そ
れ
を
い
か
に
位
置
づ
け
克
服
す
る
か
と
い
う
点
で
は
、
両
者

に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
｝
」
の
違
い
は
国
家
学
理
論
上
の
装
置
の
中
に
も
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
ス
メ
ン
ト
と
ヘ
ラ
ー
と
の

対
立
が
こ
の
点
に
関
係
す
る
（
本
稿
（
五
）
）
。
実
証
主
義
批
判
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
批
判
と
し
て
は
共
同
歩
調
を
示
し
て
い
た
と
い
え
る
両
者

だ
が
、
こ
の
否
定
的
・
批
判
的
な
側
面
か
ら
転
じ
て
、
自
説
を
具
体
化
す
る
に
あ
た
り
、
大
き
な
理
論
上
の
分
岐
が
生
じ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
ス
メ
ン
ト
批
判
の
文
脈
で
、
ヘ
ラ
ー
固
有
の
「
国
家
学
」
が
形
成
さ
れ
た
と
も
評
価
で
き
る
。

ヘ
ラ
ー
は
ス
メ
ン
ト
の
体
験
を
中
心
に
し
た
統
合
論
に
反
対
す
る
。
そ
れ
は
多
元
的
で
あ
る
現
実
を
隠
蔽
す
る
か
ら
で
あ
る
。
社
会
的

同
質
性
と
し
て
の
統
合
、
あ
る
い
は
国
家
の
統
一
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ラ
ー
に
も
異
存
は
な
い
。
だ
が
、
統
一
の
形
成
の
仕
方
が

問
題
で
あ
る
。
多
元
的
で
あ
り
、
ま
た
様
々
な
力
が
働
く
政
治
・
国
家
の
現
実
的
諸
関
係
を
見
据
え
た
上
で
統
一
問
題
を
処
理
す
る
こ
と

が
ヘ
ラ
ー
の
課
題
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
は
、
当
然
一
定
の
主
体
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
主

体
の
「
活
動
」
に
よ
っ
て
こ
そ
、
国
家
は
形
成
さ
れ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
体
の
能
動
的
契
機
を
確
保
す
る
に
は
、
そ
れ

に
ふ
さ
わ
し
い
主
体
が
不
可
欠
で
あ
る
。
決
断
能
力
を
有
す
る
意
志
、
行
動
能
力
を
も
つ
力
、
こ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
と

（
Ⅲ
）

い
う
問
題
Ｌ
」
と
も
に
、
「
弁
証
法
的
批
判
を
通
じ
て
無
意
識
を
意
識
化
す
る
」
こ
と
、
つ
ま
り
「
市
民
の
覚
醒
」
「
労
働
者
の
市
民
へ
の
覚

醒
」
が
国
家
学
の
実
践
的
課
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

方
法
論
的
に
は
、
リ
ッ
ト
の
現
象
学
が
ス
メ
ン
ト
と
同
じ
く
ヘ
ラ
ー
に
も
影
響
を
与
え
て
い
た
。
ス
メ
ン
ト
は
そ
れ
を
国
家
認
識
に
適
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用
し
た
。
リ
ッ
ト
の
社
会
的
共
同
性
の
成
立
の
論
理
そ
の
も
の
を
別
に
し
て
も
、
部
分
集
団
と
は
異
な
る
特
殊
な
精
神
的
な
い
し
現
実
的

位
置
価
を
有
す
る
「
国
家
」
と
「
社
会
（
の
自
己
組
織
化
）
」
と
は
そ
の
ま
ま
同
一
視
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
各
人
と
国
家

と
の
関
係
を
「
我
・
汝
」
関
係
か
ら
出
発
し
て
は
構
成
で
き
ず
、
国
家
構
成
と
の
間
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
そ
こ
で
「
国
家
」
を
「
汝
」
の
位
置
に
置
く
こ
と
に
よ
り
、
各
人
が
「
国
家
」
を
体
験
す
る
と
い
う
形
を
取
る
な
ら
、
当
初
に
想
定

さ
れ
て
い
た
相
互
主
観
的
関
係
は
変
形
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
更
に
、
理
論
に
も
現
実
と
の
関
わ
り
を
強
調
し
、
あ
る
意
味
で
の
実
践
的

効
果
を
承
認
す
る
立
場
で
は
、
そ
れ
が
現
実
の
中
で
有
す
る
政
治
的
な
い
し
社
会
的
意
味
は
等
閑
視
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
現
実
の

様
々
な
経
験
的
側
面
が
精
神
化
さ
れ
、
結
果
と
し
て
そ
れ
ら
が
見
落
と
さ
れ
る
な
ら
、
政
治
的
な
隠
蔽
効
果
を
も
つ
。
す
る
と
、
当
初
の

意
図
と
は
反
対
に
国
家
の
あ
る
意
味
で
の
形
而
上
学
化
と
と
も
に
、
体
験
の
主
観
化
が
生
ず
る
危
険
性
が
あ
る
。

ヘ
ラ
ー
は
こ
う
し
た
危
険
性
に
敏
感
で
あ
り
、
精
神
的
体
験
の
側
面
を
も
対
象
化
・
相
対
化
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
。
ヘ
ラ
ー
が
リ
ッ

（
脳
）

卜
か
ら
離
れ
て
い
く
の
も
、
国
家
学
独
自
の
性
格
を
顧
慮
し
た
た
め
で
あ
る
。
か
く
し
て
ヘ
ー
フ
ー
が
構
築
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
現
実
科

学
た
る
社
会
学
と
し
て
の
国
家
学
で
あ
る
。
こ
れ
は
体
験
や
そ
の
拡
張
形
態
と
し
て
の
意
味
を
問
題
に
す
る
精
神
科
学
に
対
し
て
、
現
実

の
活
動
に
固
有
の
文
脈
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
ス
メ
ン
ト
、
ヘ
ラ
ー
と
も
に
弁
証
法
的
方
法
を
用
い
る
点
は
共
通
す
る
が
、
そ
の
弁
証

法
の
性
格
が
異
な
る
。
ス
メ
ン
ト
の
弁
証
法
が
統
合
を
作
り
出
す
た
め
の
手
段
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ヘ
ラ
ー
の
場
合
に
は
様
々
な
要
素

の
緊
張
関
係
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
緊
張
関
係
の
前
提
に
立
ち
つ
つ
複
眼
的
視
点
か
ら
国
家
の
統
一
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
に
そ
の
眼
目

が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
単
に
理
論
構
成
上
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ヘ
ラ
ー
ら
の
同
時
代
的
歴
史
認
識
に
由
来
す
る
。
政
治
的
な
い
し
法

的
実
践
の
運
命
と
、
逃
れ
が
た
い
状
況
へ
の
対
応
が
そ
の
核
心
を
な
す
。
こ
の
観
点
か
ら
前
章
末
尾
で
検
討
し
た
ス
メ
ン
ト
の
市
民
論
と

ヘ
ラ
ー
の
市
民
論
と
の
違
い
は
国
家
学
の
理
論
構
成
に
反
映
さ
れ
、
ヘ
ラ
ー
は
実
証
主
義
国
法
学
の
伝
統
を
批
判
し
、
更
に
い
わ
ば
解
釈

学
的
な
憲
法
論
の
枠
組
み
を
脱
し
て
、
政
治
学
的
問
題
へ
と
議
論
を
拡
張
し
た
。
他
方
、
現
実
科
学
（
フ
ラ
イ
ヤ
ー
）
と
し
て
の
国
家
学

ワ
イ
マ
ー
ル
期
国
法
学
に
お
け
る
方
法
と
主
体
の
問
題
（
六
）
（
大
野
）

一
一
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よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
理
論
的
布
置
で
は
、
実
証
主
義
と
自
由
主
義
に
対
す
る
批
判
、
と
り
わ
け
そ
の
実
証
主
義
・
科

学
主
義
の
哲
学
的
基
礎
に
対
し
て
総
括
的
転
換
を
迫
る
「
生
の
哲
学
」
、
そ
し
て
方
法
的
に
は
そ
の
系
譜
に
属
す
る
精
神
科
学
的
方
法
が

大
き
な
潮
流
と
な
っ
て
い
た
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
ヘ
ラ
ー
も
一
定
程
度
ま
で
親
近
性
を
有
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
自
由
主

義
批
判
と
い
う
消
極
面
で
は
、
政
治
的
方
向
も
共
有
し
て
い
た
。
だ
が
、
ヘ
ラ
ー
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
い
う
「
作
用
連
関
」
と
い
う
社
会

的
全
体
性
の
基
本
構
造
、
こ
と
に
そ
の
文
化
的
側
面
の
認
識
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
多
く
を
受
け
取
り
つ
つ
も
、
人
間
の
活

動
的
契
機
を
前
面
に
打
ち
出
す
こ
と
に
よ
り
、
意
味
的
な
統
合
の
政
治
化
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
。
ヘ
ラ
ー
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
け
る
文
化
的
危
機
の
一
つ
の
診
断
と
捉
え
な
が
ら
、
そ
の
政
治
的
無
定
見
性
を
批
判
し
て
い
る
の
も
、
こ
う
し
た
生
の
哲
学
に
対

す
る
態
度
と
あ
る
程
度
ま
で
合
致
し
て
い
る
。

合
理
主
義
批
判
を
ど
の
よ
う
な
方
向
に
展
開
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
設
定
、
認
識
と
政
治
性
両
側
面
の
並
行
性
、
こ
れ
を
ヘ
ラ
ー
も

ま
た
意
識
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
彼
の
法
則
主
義
的
な
国
家
学
や
法
学
、
ひ
い
て
は
世
界
観
に
対
す
る
否
定
的
態
度
と
、
リ
ッ
ト
ー
ス
メ

ン
卜
的
な
「
体
験
」
概
念
の
国
家
学
へ
の
導
入
に
慎
重
だ
っ
た
こ
と
に
見
ら
れ
る
、
精
神
科
学
的
方
法
に
対
す
る
距
離
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
一
一
正
面
作
戦
に
つ
き
、
精
神
科
学
的
方
法
を
国
法
学
的
に
展
開
し
た
ス
メ
ン
ト
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
前
章
で
扱
っ
た
が
、
こ
こ
で

（
２
）
科
学
的
「
客
瘤

①
社
会
認
識
と
方
法

法
学
志
林
第
一
○
九
巻
第
四
号
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を
構
想
し
つ
つ
、
ヘ
ラ
ー
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
な
国
家
社
会
学
を
支
え
る
方
法
論
に
批
判
的
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
同
時
代
的
背
景
の
も
と

「
体
験
」
問
題
を
中
心
に
世
代
的
対
立
も
含
め
た
交
錯
が
あ
る
。
そ
れ
が
ヘ
ラ
ー
の
思
想
に
近
代
主
義
で
も
反
近
代
主
義
で
も
な
い
陰
影

を
与
え
た
。
こ
の
点
を
学
問
や
人
格
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
同
時
代
的
な
状
況
か
ら
見
て
み
た
い
。

科
学
的
「
客
観
性
」
と
「
体
験
」
の
相
克
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ヘ
ラ
ー
は
国
家
学
の
概
念
規
定
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
は
ま
ず
自
然
科
学
で
は
な
く
文
化
科
学
と
捉
え
て
い
た
。
ヘ
ラ
ー
は
デ
ィ

ル
タ
イ
を
引
き
つ
つ
、
人
間
世
界
の
認
識
に
つ
い
て
は
弓
豊
か
な
自
己
の
体
験
か
ら
の
移
入
に
よ
っ
て
」
の
み
、
我
々
の
理
解
は
他
の

（
旧
）

生
の
表
現
の
内
へ
と
迫
っ
て
い
／
、
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
彼
は
人
間
世
界
の
認
識
に
つ
い
て
一
般
に
は
精
神
科
学
的
方
法
を
否

定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
文
化
科
学
的
理
解
の
方
法
を
原
則
と
し
て
承
認
し
つ
つ
、
更
に
そ
れ
を
精
神
科
学
と
現
実
科
学
に
分
類
す

る
。
し
か
し
問
題
は
、
国
家
学
の
方
法
論
そ
の
も
の
に
限
ら
れ
ず
、
社
会
的
現
実
と
い
う
国
家
学
の
主
要
対
象
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る

か
で
も
あ
る
。
ヘ
ラ
ー
は
人
間
の
社
会
的
行
動
を
行
為
と
意
味
と
の
弁
証
法
的
統
一
と
捉
え
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
社
会
形
象
の
中
で
認

識
対
象
と
実
存
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
社
会
的
団
体
に
共
勘
す
る
一
員
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
破
棄
で
き
な
い
存
在
、
及

び
意
志
関
係
を
有
し
て
い
る
。
だ
が
、
政
治
的
出
来
事
に
と
っ
て
の
恒
常
値
た
る
「
人
間
の
本
性
」
は
、
「
自
ら
の
意
味
と
志
向
と
に
基

（
Ｍ
）

づ
い
て
環
境
を
改
造
す
る
‐
｜
自
律
的
特
性
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
意
味
の
場
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
行
為
を
通
じ
た
能
動
的
関
係
が

あ
る
と
こ
ろ
に
、
精
神
科
学
的
方
法
と
の
対
立
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
諸
価
値
の
葛
藤
と
い
う
現
実
の
中
で
、
文
化
に
組
み
込
ま
れ
つ
つ
、

そ
れ
を
継
続
発
展
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
姿
で
あ
る
。
こ
う
し
た
主
体
理
解
に
は
、
「
市
民
」
概
念
に
表
現
さ
れ
て
い
た
、
制
度
に
対
す

る
批
判
的
遵
法
と
も
い
え
る
、
あ
る
種
の
人
間
学
的
前
提
、
あ
る
い
は
世
界
観
的
前
提
が
あ
る
。
そ
れ
に
国
家
の
危
機
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

ワ
イ
マ
ー
ル
期
国
法
学
に
お
け
る
方
法
と
主
体
の
問
題
（
六
）
（
大
野
）

一一一一

は
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
中
心
と
し
た
理
論
的
関
係
に
着
目
し
て
み
た
い
。
ヘ
ラ
ー
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
、
ケ
ル
ゼ
ン
的
な
法
則
主
義
的
世
界
観
の

原
型
と
し
て
論
じ
る
場
面
が
多
い
。
だ
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
ま
た
「
生
の
哲
学
」
な
ど
と
の
対
決
の
中
で
自
ら
の
方
法
論
を
展
開
し
て
い
た
。

ヘ
ラ
ー
も
理
論
的
に
政
治
や
国
家
を
対
象
と
す
る
際
に
は
精
神
科
学
的
方
法
か
ら
距
離
を
と
る
が
、
生
の
哲
学
の
起
爆
力
を
承
認
し
つ
つ

も
、
そ
の
否
定
的
性
格
は
批
判
す
る
。
以
上
の
よ
う
な
両
者
の
親
近
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
ラ
ー
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
む
し
ろ
対
立
的
な
位

置
に
身
を
お
い
た
理
由
を
「
体
験
」
概
念
に
対
す
る
態
度
を
通
じ
て
考
え
て
み
た
い
。
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文
化
的
危
機
と
い
う
歴
史
的
認
識
が
密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。
人
間
の
こ
の
よ
う
な
特
質
が
、
単

な
る
群
衆
を
団
体
と
す
る
。
こ
の
団
体
の
形
成
に
、
自
然
主
義
的
理
解
と
は
異
な
る
社
会
的
、
そ
し
て
政
治
的
現
実
に
対
す
る
ヘ
ラ
ー
の

理
解
が
あ
る
。
国
家
学
の
方
法
と
し
て
精
神
科
学
的
な
体
験
概
念
を
据
え
る
こ
と
は
拒
絶
す
る
が
、
国
家
を
一
要
素
と
し
て
含
む
社
会
的

現
実
の
中
で
は
体
験
概
念
に
は
固
有
の
位
置
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
「
国
家
学
」
の
方
法
に
限
ら
ず
、
社
会
現
象
の
認
識
に
対
す

る
ヘ
ラ
ー
の
枠
組
み
に
遡
っ
て
み
よ
う
。

体
験
の
対
象
と
な
る
の
は
芸
術
な
ど
の
意
味
形
象
で
あ
る
。
そ
し
て
体
験
を
媒
介
に
し
て
そ
れ
を
理
解
す
る
精
神
科
学
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
意
味
形
象
に
固
有
の
法
則
性
を
も
と
に
、
そ
れ
を
理
解
す
る
。
ヘ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
方
法
と
し
て
の
体
験
の
問
題
は
こ
の
よ
う
に
考
え
ら

れ
る
。
例
え
ば
法
と
い
う
意
味
形
象
に
関
し
て
、
法
教
義
学
と
い
う
精
神
科
学
に
よ
る
法
に
固
有
の
精
神
的
法
則
性
に
即
し
た
解
釈
の
意

義
を
認
め
る
が
、
同
時
に
こ
の
意
味
形
象
が
現
実
的
社
会
連
関
の
中
で
い
か
な
る
由
来
を
持
ち
、
い
か
な
る
作
用
を
及
ぼ
す
か
に
つ
い
て
、

現
実
科
学
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
方
法
と
し
て
国
家
学
に
対
す
る
法
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
妥

当
で
な
い
と
の
立
場
に
つ
な
が
る
が
、
一
方
で
社
会
的
現
実
に
お
け
る
意
味
形
象
の
意
義
を
も
示
唆
し
て
い
る
。
確
か
に
体
験
さ
れ
る
現

（
旧
）

実
は
主
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
社
今
云
的
現
実
と
同
様
で
は
な
い
。
し
か
し
社
会
的
現
実
の
文
化
的
条
件
に
関
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
「
体

験
」
を
介
し
た
共
同
性
が
核
心
を
な
す
。
こ
こ
で
は
リ
ッ
ト
的
な
「
視
界
の
交
互
性
」
に
基
づ
く
了
解
の
機
能
が
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
が
民
主
制
を
支
え
る
社
会
的
同
質
性
の
性
質
論
と
し
て
展
開
さ
れ
る
と
、
民
族
精
神
と
か
共
同
体
へ
の
忠
誠
心
を
持
ち
出
す
こ
と
な
く
、

相
互
主
観
的
な
視
角
の
交
互
性
が
積
み
重
な
っ
た
社
会
的
媒
介
に
よ
っ
て
、
社
会
的
同
質
性
が
世
代
を
超
え
て
継
続
さ
れ
る
と
い
う
見
方

（
肥
）

に
つ
な
が
る
。
そ
れ
は
超
人
格
的
な
生
の
連
関
で
は
な
く
、
そ
こ
に
属
す
る
人
々
が
継
続
的
に
つ
く
り
か
一
え
な
が
ら
発
展
さ
せ
て
い
く
と

（
Ⅳ
）

い
う
意
味
で
経
験
的
性
格
を
有
す
る
。

他
方
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
解
的
方
法
で
は
、
社
会
学
は
人
間
個
人
の
主
観
的
動
機
と
意
味
連
関
か
ら
の
説
明
で
あ
り
、
そ
の
営
み
は
「
個
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（
旧
）

人
主
義
的
」
な
も
の
と
さ
れ
、
集
合
概
念
は
二
次
的
と
な
る
。
こ
う
し
た
主
張
が
批
判
者
に
一
面
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
導
き
、
反
個
人

主
義
、
反
合
理
主
義
的
時
代
意
識
と
重
な
り
あ
っ
て
流
通
し
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
論
社
会
学
の
方
法
に
関
す
る
議
論
は
実
践
的
側
面
で

の
個
人
主
義
に
そ
の
ま
ま
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
が
、
社
会
学
の
「
方
法
」
も
包
含
し
た
時
代
意
識
を
介
し
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
歴
史

や
社
会
の
中
で
の
実
践
的
主
体
観
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
人
間
行
動
の
中
で
非
合
理
的
契
機
を
も
ち
ろ
ん
否

定
し
な
い
が
、
こ
の
側
面
で
は
人
間
と
動
物
と
の
区
別
は
つ
か
な
い
と
し
て
、
社
会
を
形
成
す
る
人
間
の
活
動
に
つ
き
理
性
性
の
側
面
の

意
義
を
強
調
す
る
。
人
間
は
歴
史
的
環
境
の
中
で
活
動
す
る
が
、
究
極
の
価
値
選
択
と
そ
の
実
現
の
局
面
で
は
自
己
の
理
性
に
基
づ
く
の

で
あ
り
、
自
覚
的
に
意
味
の
方
向
づ
け
を
す
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
う
し
た
観
点
か
ら
ロ
マ
ン
主
義
的
な
決
断
主
義
的
人
間
観
を
批
判
す

る
と
と
も
に
、
歴
史
主
義
的
相
対
主
義
を
も
退
け
て
い
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と
り
精
神
科
学
の
対
象
た
る
「
文
化
」
と
は
人
間
に
よ
っ
て

意
味
と
意
義
と
を
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
文
化
人
」
と
は
自
覚
的
に
世
界
に
態
度
を
と
り
、
意
味
を
付
与
す
る
能
力
と
意
志
を
持

（
い
）

つ
ふ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
世
界
は
諸
価
値
の
葛
藤
に
あ
る
。
そ
の
中
で
主
体
は
究
極
的
世
界
観
と
の
内
的
関
係
を
維
持
す
る
べ
く
決
断
を
下

さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
決
断
の
要
素
は
近
代
的
主
体
の
宿
命
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
決
断
は
無
か
ら
の
決
断
で
は
な
い
。
こ
の
こ

と
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
が
単
純
な
価
値
相
対
主
義
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
決
断
の
過
程
で
は
、
決

（
加
）

断
と
そ
の
究
極
的
価
値
と
の
関
係
、
具
体
的
行
動
の
実
現
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
の
批
判
が
学
問
の
課
題
上
」
さ
れ
る
。
だ
が
学
問
の
課
題
は

そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
学
問
が
預
言
と
な
る
こ
と
を
戒
め
、
専
門
的
な
課
題
に
専
念
す
る
こ
と
に
学
問
が
果

（
劃
）

た
す
べ
き
職
分
が
あ
る
‐
こ
す
る
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
学
問
観
全
体
を
見
渡
す
と
、
こ
う
し
た
専
門
的
学
問
を
通
じ
た
個
々
的
批
判
は
、
近

代
に
お
け
る
主
体
の
位
置
を
啓
蒙
す
る
と
い
う
課
題
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
学
問
観
は
没
倫
理
的
な
も
の

で
は
な
く
、
諸
価
値
の
対
立
か
ら
な
る
状
況
の
中
に
と
ど
ま
り
つ
つ
、
そ
の
中
で
批
判
的
に
自
省
し
な
が
ら
決
断
を
下
し
て
い
く
主
体
的

（
皿
）

人
格
を
倫
理
的
に
要
求
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
つ
い
て
Ｊ
も
こ
う
し
た
側
面
は
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
を
国
家
学
の
次

ワ
イ
マ
ー
ル
期
国
法
学
に
お
け
る
方
法
と
主
体
の
問
題
（
六
）
（
大
野
）

一
五
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②
「
科
学
批
判
論
」
と
ヘ
ラ
ー

ク
ラ
ヵ
ゥ
ァ
ー
は
一
九
二
○
年
代
前
半
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
ト
レ
ル
チ
の
学
問
論
に
対
し
て
体
系
性
と
因
果
性
、
相
対
主
義
、
学
問
の

（
妬
）

専
門
分
化
を
批
判
し
た
。
ク
ラ
ヵ
ゥ
ァ
ー
は
物
質
文
明
の
発
達
と
そ
こ
で
の
「
意
味
の
喪
失
」
、
そ
し
て
核
を
失
っ
た
個
人
と
い
う
現
代

の
状
況
を
様
々
な
日
常
的
現
象
の
中
か
ら
描
き
出
し
て
い
る
。
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
の
は
資
本
主
義
と
科
学
で
あ
り
、
こ
う
し
た
「
理
性

の
隆
盛
」
は
知
識
と
実
存
と
の
乖
離
に
現
れ
て
い
る
。
社
会
学
方
法
論
で
の
社
会
学
の
意
義
の
解
明
も
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
ク
ラ
カ

ゥ
ァ
ー
の
時
代
診
断
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
世
俗
化
テ
ー
ゼ
に
類
似
し
て
い
る
が
、
ク
ラ
カ
ウ
ァ
ー
は
よ
り
現
象
学
的
立
場
に
親
近
性
を
有
し

法
学
志
林
第
一
○
九
巻
第
四
号

一
一
ハ

一
元
で
よ
り
直
接
的
か
つ
具
体
的
に
主
張
し
よ
う
と
し
た
の
が
へ
ラ
ー
で
あ
る
。

し
か
し
ヘ
ラ
ー
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
関
係
は
幾
分
交
錯
し
て
い
る
。
ヘ
ラ
ー
は
方
法
論
的
に
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
理
念
型
」
概
念
を
批
判

す
る
。
こ
れ
は
「
孤
立
化
し
、
か
つ
論
理
的
に
理
念
化
し
た
抽
象
の
産
物
」
で
あ
る
た
め
に
、
「
国
家
を
客
観
的
な
現
実
構
造
と
し
て
表

現
で
き
ず
、
国
家
を
単
に
認
識
主
体
が
任
意
に
行
う
主
観
的
に
考
え
ら
れ
た
綜
合
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
し
か
理
解
で
き
な
い
」
か
ら

（
羽
）

で
あ
る
。
ヘ
ラ
ー
は
認
識
「
主
体
」
の
価
値
関
心
に
概
念
形
成
を
依
存
さ
せ
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
学
問
方
法
聿
輌
に
批
判
し
、
そ
の
心
理
学
的

（
釧
）

前
提
を
「
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
的
主
観
主
義
」
と
批
判
す
る
。
一
方
、
国
家
藝
輌
の
実
質
に
お
い
て
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
の
類
似
が
し
ば
し
ば
指
摘

（
駈
）

さ
れ
る
し
、
じ
っ
さ
い
国
家
学
の
具
体
的
分
析
で
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
肯
定
的
に
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
二
面
的
な
関
係
は
、
両
者
を
と
り

ま
く
方
法
論
的
布
置
に
起
因
す
る
。
方
法
論
的
布
置
と
は
こ
こ
で
、
学
問
の
客
観
性
が
学
問
の
世
界
観
的
意
義
・
実
践
的
役
割
か
ら
そ
の

意
義
を
問
い
直
さ
れ
、
人
格
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
議
論
の
焦
点
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
い
う
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
批
判
し
た
新
世
代
の

「
学
問
論
」
と
、
そ
れ
ら
へ
の
ヘ
ラ
ー
の
ス
タ
ン
ス
を
見
な
が
ら
、
ヘ
ラ
ー
の
位
置
ど
り
を
確
認
し
た
い
。
学
問
の
危
機
は
「
市
場
の
話

題
」
（
ク
ラ
カ
ウ
ア
ー
）
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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て
お
り
、
経
験
科
学
的
概
念
化
に
よ
っ
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
リ
ァ
リ
テ
ィ
の
構
造
、
リ
ァ
リ
テ
ィ
の
中
で
括
弧
に
入
れ
ら
れ
た
具
体
的
意

味
を
つ
か
む
に
は
、
観
念
論
思
考
や
形
式
的
哲
学
で
は
不
適
当
だ
と
考
え
る
。
意
味
喪
失
の
時
代
に
あ
っ
て
は
リ
ア
リ
テ
ィ
に
関
す
る
普

遍
的
で
因
果
的
に
必
然
的
な
知
識
は
断
念
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
社
会
学
の
役
割
は
、
社
会
化
さ
れ
た
人
間
存
在
の
志
向
的
な
生
の
顕

（
Ⅳ
）

現
に
関
係
し
、
直
接
的
に
体
験
さ
れ
た
社
会
的
な
生
の
リ
ァ
リ
ー
フ
ィ
に
精
通
す
る
こ
と
に
あ
り
、
こ
れ
に
抽
象
的
概
念
化
は
役
立
た
な
い
。

社
会
学
の
出
発
点
は
対
象
そ
の
も
の
に
あ
り
、
そ
れ
は
概
念
の
閉
じ
た
シ
ス
テ
ム
で
は
な
い
。
こ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
背
後
に
あ
る
意
味
を

つ
か
む
べ
く
対
象
そ
の
も
の
に
関
係
し
て
い
く
態
度
は
、
神
秘
主
義
的
な
も
の
で
は
な
く
批
判
的
な
分
析
で
あ
り
、
法
則
へ
と
世
界
を
分

断
す
る
形
式
的
思
考
様
式
を
主
た
る
標
的
と
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
批
判
は
ワ
イ
マ
ー
ル
の
同
時
代
診
断
、
文
化
的
虚
偽
意
識
に
よ
り
人
格
性
を
喪
失
し
た
個
人
の
状
況
を
指
摘
し
、
真
の
人
格

（
躯
）

、
、

が
社
会
の
最
上
層
に
し
か
存
在
で
き
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
「
今
日
の
大
学
生
た
ち
の
最
良
部
分
に
見
ら
れ
る
『
学
問
嫌
悪
』
は
、
意
味

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

（
羽
）

を
喪
失
し
た
素
材
の
蓄
積
と
逃
れ
が
た
い
相
対
主
義
と
い
う
デ
ィ
レ
ン
マ
：
・
か
ら
明
ら
か
に
な
る
」
。
学
問
は
、
概
念
の
生
と
の
近
接
性
、

精
神
的
形
象
の
眺
観
、
懐
疑
を
脱
す
る
目
的
へ
の
欲
求
に
学
問
が
答
え
ら
れ
ず
、
生
に
お
け
る
意
味
を
生
み
出
し
得
な
く
な
っ
て
い
る
こ

（
釦
）

と
が
、
「
学
問
の
危
機
」
を
生
み
出
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
意
識
は
精
神
科
学
的
方
法
の
主
唱
者
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
が
、
ウ
ェ
ー
パ

（
釦
）

－
や
ト
レ
ル
チ
も
こ
う
し
た
危
機
に
立
ち
向
か
っ
て
い
た
。

ヘ
ラ
ー
は
「
国
家
学
の
危
機
」
を
論
ず
る
さ
い
に
、
ク
ラ
カ
ウ
ァ
ー
の
社
会
科
学
批
判
を
肯
定
的
に
引
用
し
、
ヘ
ラ
ー
は
、
ケ
ル
ゼ
ン

の
主
権
概
念
を
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
る
脱
人
格
化
批
判
、
ク
ラ
カ
ウ
ァ
ー
の
「
社
会
的
ｌ
タ
イ
プ
的
個
別
性
」
に
論
理
的
機
能
を
与
え
て

い
な
い
と
い
う
批
判
を
と
り
あ
げ
る
と
も
に
、
科
学
な
い
し
学
問
批
判
の
要
点
、
社
会
学
の
性
格
規
定
に
つ
い
て
も
肯
定
的
に
取
り
上
げ

（
型
）

て
い
る
。
社
会
的
１
１
タ
イ
プ
的
個
別
性
と
は
、
個
々
人
の
意
識
や
行
動
が
、
そ
の
人
の
社
会
的
位
置
と
そ
こ
に
お
け
る
様
々
な
社
会
的
影

響
に
よ
り
、
同
一
の
パ
タ
ー
ン
を
示
す
こ
と
を
い
う
。

ワ
イ
マ
ー
ル
期
国
法
学
に
お
け
る
方
怯
と
主
体
の
問
題
（
六
）
（
大
野
）

一
七
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こ
れ
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
方
法
論
を
批
判
す
る
さ
い
に
、
そ
の
心
理
学
的
前
提
を
も
問
題
に
し
て
い
た
こ
と
と
通
じ
て
お
り
、
ヘ
ラ
ー

が
国
家
学
の
方
法
問
題
に
ど
う
い
う
態
度
で
迫
っ
て
い
る
か
を
示
し
て
い
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
主
観
主
義
に
対
し
て
ヘ
ラ
ー
は
い
う
。

「
現
実
の
人
間
は
、
現
実
の
社
会
生
活
を
、
決
し
て
カ
オ
ス
な
い
し
は
全
く
無
限
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
現
実
の
人
間
そ

れ
自
身
を
包
含
し
て
お
り
、
こ
の
内
に
あ
っ
て
現
実
の
人
間
が
国
家
を
主
観
的
綜
合
に
よ
っ
て
作
り
出
す
の
で
は
な
く
、
客
観
的
・
実
在

（
粥
）

的
な
形
成
と
し
て
見
い
だ
す
構
造
化
さ
れ
た
活
動
連
関
と
し
て
体
験
す
る
」
。
た
し
か
に
、
ク
ラ
カ
ウ
ァ
ー
の
社
会
学
方
法
論
と
社
会
学

（
弧
）

的
国
家
学
方
法
論
に
は
、
問
題
設
定
の
違
い
が
あ
る
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
な
方
法
論
が
人
間
の
社
会
的
現
実
を
形
づ
く
る
「
体
験
連
関
」

を
破
壊
す
る
も
の
と
批
判
さ
れ
、
こ
の
限
り
で
法
則
主
義
的
世
界
観
の
中
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
解
社
会
学
は
デ
ィ
ル
タ
イ
的
な
「
体
験
」
概
念
か
ら
多
く
を
受
容
し
て
お
り
、
「
体
験
」
概
念
の
含
意

（
鍋
）

す
る
問
題
提
起
を
受
け
と
め
て
い
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
は
体
験
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
体
験
の
概
念
的
把
握
が
重
要
だ
っ
た
。

「
体
験
」
に
つ
い
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
す
で
に
歴
史
科
学
の
方
法
論
を
め
ぐ
っ
て
批
判
を
加
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
体
験
概
念

（
躯
）

一
般
の
否
定
で
は
な
く
、
心
理
学
的
体
験
概
念
を
否
定
し
つ
つ
科
学
的
方
法
の
中
に
批
判
的
に
吸
収
す
る
。
つ
ま
り
追
体
験
的
な
歴
史
理

解
は
発
見
的
方
法
と
し
て
精
神
科
学
に
必
要
だ
が
、
科
学
と
し
て
は
自
然
科
学
と
同
様
の
論
理
概
念
を
用
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
ま
た
、

こ
う
し
た
十
夕
法
論
的
構
築
に
お
け
る
綜
合
で
の
「
体
験
」
概
念
へ
の
配
慮
だ
け
で
な
く
、
こ
の
概
念
に
よ
る
問
題
提
起
が
批
判
対
象
と
し

た
自
然
主
義
的
法
則
主
義
を
も
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
批
判
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ワ
イ
マ
ー
ル
国
法
学
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
方
法
問
題

に
つ
き
、
合
理
主
義
を
め
ぐ
る
問
題
状
況
を
既
に
把
握
し
つ
つ
合
理
主
義
に
踏
み
と
ど
ま
っ
た
。
体
験
概
念
に
批
判
的
に
対
時
す
る
ヘ
ー
フ

－
も
こ
う
し
た
方
向
で
あ
る
。

こ
う
し
た
側
面
は
、
エ
リ
Ｌ

る
。
カ
ー
ラ
ー
は
ゲ
オ
ル
ゲ

う
し
た
側
面
は
、
エ
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
カ
ー
ラ
ー
に
よ
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
方
法
論
批
判
に
対
す
る
ヘ
ラ
ー
の
評
価
に
あ
ら
わ
れ
て
い

カ
ー
ラ
ー
は
ゲ
オ
ル
ゲ
・
ク
ラ
イ
ス
の
一
員
で
あ
り
、
そ
の
学
問
論
は
、
ギ
リ
シ
ャ
古
典
文
化
と
の
対
比
で
、
自
然
主
義
、
機
械
主
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そ
の
限
り
で
ヘ
ラ
ー
の
時
代
認
識
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
そ
れ
と
多
く
の
点
で
重
な
り
合
う
。
だ
が
学
問
の
課
題
と
い
う
点
で
は
両
者
に
は

大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。
学
問
を
専
門
分
化
し
た
人
間
の
活
動
の
中
で
捉
え
、
明
証
性
を
与
え
る
こ
と
に
こ
そ
学
問
の
課
題
が
あ
り
、
人

、
、
、

間
を
直
接
に
動
機
づ
け
る
一
」
と
に
は
み
な
い
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
学
問
論
に
対
し
て
、
ヘ
ラ
ー
は
上
述
の
よ
う
な
ウ
ェ
ー
バ
ー
批
判
を
く
ぐ
っ

て
い
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
「
職
業
と
し
て
の
学
問
」
で
、
こ
れ
ら
ウ
ェ
ー
バ
ー
批
判
と
通
底
す
る
、
「
戦
争
体
験
」
を
媒
介
に
し
、
新
た

（
㈹
）

な
時
代
の
預
言
者
を
待
望
す
る
青
年
に
、
そ
の
不
毛
性
を
指
摘
す
る
。
ヘ
ラ
ー
は
こ
の
よ
う
な
「
戦
争
体
験
」
の
過
大
評
価
に
は
く
み
し

な
い
。
だ
が
ヘ
ラ
ー
の
関
心
が
学
問
の
課
題
・
方
法
を
含
め
て
総
体
的
な
文
化
の
危
機
を
克
服
す
る
こ
と
に
あ
る
た
め
、
そ
の
限
り
で
新

ワ
イ
マ
ー
ル
期
国
法
学
に
お
け
る
方
法
と
主
体
の
問
題
（
六
）
（
大
野
）

一
九

義
、
知
性
万
能
主
義
を
批
判
し
、
創
造
的
な
原
体
験
を
獲
得
す
る
能
力
の
あ
る
全
人
格
を
陶
冶
す
る
指
導
者
を
、
既
成
の
学
問
や
学
者
に

（
訂
）

代
え
て
要
求
す
る
。
こ
れ
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
講
壇
禁
欲
に
代
表
さ
れ
る
態
度
と
対
立
す
る
。
ト
レ
ル
チ
は
カ
ー
ラ
ー
の
議
論
を
同
時
代
的

な
様
々
な
傾
向
の
中
で
位
置
づ
け
な
が
ら
、
こ
の
「
新
ロ
マ
ン
主
義
」
が
学
問
と
哲
学
と
実
践
的
生
活
態
度
と
を
混
同
し
て
い
る
と
批
判

し
て
い
る
が
、
ヘ
ラ
ー
も
こ
れ
に
近
い
。

ヘ
ラ
ー
は
カ
ー
ラ
ー
に
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
論
の
文
脈
で
言
及
し
た
う
え
で
、
生
の
哲
学
が
こ
の
よ
う
に
政
治
的
次
元
に
ま
で
射
程
を
広
げ

（
躯
）

て
既
成
の
価
値
観
を
転
覆
し
な
が
ら
、
新
た
な
方
向
を
一
示
せ
な
い
こ
と
に
批
判
を
向
け
る
。
そ
れ
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の
批
判
的
態
度
の
方

法
論
の
次
元
で
の
展
開
で
あ
る
。
ヘ
ラ
ー
に
と
り
生
の
全
体
性
は
も
は
や
存
在
せ
ず
、
そ
れ
を
所
与
の
も
の
と
し
て
前
提
に
し
た
り
、
観

照
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
国
家
学
に
関
し
て
は
、
神
秘
的
な
形
而
上
学
に
陥
る
と
み
え
る
。
国
家
を
と
り
ま
く
活
動
や
国
家

学
の
課
題
は
、
多
様
性
の
中
に
立
ち
つ
つ
、
絶
え
ず
人
間
の
能
動
的
な
決
断
を
介
し
て
統
一
を
、
具
体
的
全
体
性
を
構
築
し
て
い
く
こ
と

（
羽
）

に
あ
る
。
ヘ
ラ
ー
の
国
家
学
方
法
論
は
飽
く
ま
で
も
「
国
家
学
」
方
法
藝
珈
で
あ
り
、
国
家
の
現
実
構
造
が
理
論
と
し
て
把
握
可
能
か
ど
う

か
が
方
法
を
評
価
す
る
尺
度
に
な
る
と
と
も
に
、
こ
の
把
握
そ
の
も
の
が
単
な
る
理
解
の
問
題
で
は
な
く
、
実
践
の
文
脈
に
も
組
み
込
ま

れ
て
い
る
。
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た
な
統
合
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
動
き
に
対
し
て
は
一
定
程
度
の
親
近
感
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
し
て
ヘ
ラ
ー
の
国
家
学
の
性
質
か
ら
、
そ

こ
で
の
「
体
験
」
概
念
に
対
す
る
評
価
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
は
違
っ
た
形
で
、
つ
ま
り
理
解
の
道
具
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
方
法
論
を
も

含
め
た
人
間
の
相
互
関
係
の
栂
成
の
問
題
に
も
入
り
込
ん
で
く
る
。

（
弧
）

こ
の
こ
と
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
ヘ
ラ
ー
の
世
代
的
相
違
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
上
述
の
よ
う
に
、
ヘ
ラ
ー
の
時
代
や
世
代
で
は
、
ウ
ェ
ー
バ

ー
の
方
法
論
は
既
に
克
服
の
対
象
と
も
な
り
、
ヘ
ラ
ー
も
一
定
の
距
離
を
と
り
つ
つ
も
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
世
界
か
ら
の
脱
却
を
目
指
す
と

い
う
限
り
で
、
「
体
験
」
世
代
に
属
し
て
い
る
。
ヘ
ラ
ー
は
若
い
頃
か
ら
社
会
主
義
の
青
年
教
育
に
従
事
し
て
お
り
、
自
分
の
回
り
に
い

（
妃
）

る
若
い
世
代
の
可
能
性
に
強
い
期
待
を
抱
い
て
い
た
。
そ
の
立
場
は
、
専
門
分
化
し
、
硬
直
化
し
た
学
問
状
況
に
は
批
判
的
だ
が
、
ゲ
オ

ル
ゲ
・
ク
ラ
イ
ス
の
よ
う
な
神
秘
的
意
味
で
の
全
人
格
的
教
育
で
は
な
い
。
「
か
っ
て
の
多
く
の
神
々
は
、
そ
の
魔
力
を
失
い
従
っ
て
非

人
格
的
な
単
な
る
力
と
な
り
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
墓
よ
り
立
ち
現
れ
、
我
々
の
生
活
へ
の
支
配
を
求
め
て
今
や
再
び
互
い
に
そ
の
永
遠

の
争
い
を
は
じ
め
て
い
る
。
し
か
し
現
代
の
若
い
世
代
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
困
難
な
こ
と
は
、
か
か
る
状
態
に
堪
え
る
こ
と
で
あ
る
。

か
の
「
体
験
」
を
求
め
て
の
努
力
は
す
べ
て
こ
の
意
味
の
弱
さ
に
発
す
る
。
と
い
う
の
は
、
弱
さ
と
は
即
ち
時
代
の
宿
命
を
ま
と
も
に
見

（
梱
）

る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
」
。
ヘ
ラ
ー
も
決
し
て
こ
の
よ
う
な
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
主
張
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
ち

（
“
）

ろ
ん
へ
ラ
ー
が
認
め
て
い
る
体
験
は
こ
こ
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
批
判
し
て
い
る
そ
れ
で
は
な
い
。
ヘ
ラ
ー
は
「
体
験
」
が
社
会
や
国
家
の
問

題
解
決
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
そ
れ
を
神
秘
的
な
次
元
か
ら
解
放
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
体
験
を
人
間
の
能
動

的
活
動
と
弁
証
法
的
関
係
に
お
く
一
」
と
に
よ
り
、
組
織
の
問
題
へ
と
転
轍
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
具
体
相
は
社
会
主
義
文
化
の
問
題

と
し
て
扱
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
こ
こ
で
は
ヘ
ラ
ー
に
と
り
方
法
の
問
題
も
純
理
論
的
な
も
の
と
し
て
孤
立
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
白
）
覚
的
に
人
間
活
動
の
一
環
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
人
間
世
界
の
総
体
的
把
握

が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
方
法
論
の
問
題
は
、
知
識
の
客
観
性
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
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（
３
）
知
と
人
格
形
成

学
問
論
に
お
け
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
批
判
は
世
界
観
の
転
換
を
背
景
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
国
法
学
上
の
実
証
主
義
批
判
と
同

一
の
枠
組
み
に
属
す
る
。
し
か
し
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
価
値
関
係
科
学
に
固
有
の
論
理
を
指
摘
し
て
お
り
、
方
法
論
を
も
含
め
て
そ
の
議
論
は

時
代
意
識
と
文
化
批
判
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
「
文
化
人
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
こ
の
こ
と
を
価
値
や
歴
史
と
関
わ
る

（
妬
）

主
体
の
側
か
菫
ｂ
一
不
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
方
法
論
上
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
批
判
、
つ
ま
り
価
値
判
断
の
客
観
性
の
「
意
義
」
を
め
ぐ
る
問
題
は

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
諸
議
論
で
自
覚
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
問
題
は
ヘ
ラ
ー
の
中
で
は
、
彼
が
実
際
に
携
わ
っ
て
い
た
成
人
教
育
の
理
念
に
現
れ
て
い
る
。
ヘ
ラ
ー
は
国
民
成
人
学
校
の
課
題

（
媚
）

を
成
人
国
民
に
人
類
の
並
日
遍
的
文
化
財
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
国
民
の
文
化
財
と
の
取
り
組
み
を
可
能
に
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は

単
に
文
化
を
享
受
す
る
と
い
う
よ
う
な
受
動
的
な
も
の
で
は
な
い
。
「
知
と
は
外
的
な
力
で
は
な
く
、
内
的
な
喜
び
で
あ
る
」
。
そ
こ
で
の

教
育
な
い
し
教
養
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
。
こ
の
こ
と
が
知
の
あ
り
方
と
関
係
す
る
。
「
教
育
（
養
）
と
は
体
験
さ
れ
た
知
で
あ
る
」
。

教
養
と
は
一
方
で
は
精
神
世
界
の
所
有
、
つ
ま
り
芸
術
や
知
の
国
か
ら
確
実
な
デ
ー
タ
や
特
定
の
知
識
の
極
得
で
あ
る
。
し
か
し
教
養
は

知
識
の
カ
ー
ド
箱
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
「
教
養
が
あ
る
人
物
と
は
、
自
ら
の
精
神
世
界
が
意
味
あ
る
も
の
と
な
っ
た
者
、
自
ら
の
知
識

（
灯
）

が
体
験
と
な
っ
た
者
、
自
ら
の
知
見
を
も
っ
て
内
面
的
に
何
事
か
を
は
じ
め
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
」
。
死
し
た
知
識
に
活
力
を
与
一
え
、

生
に
と
っ
て
意
味
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
教
養
の
姿
で
あ
る
と
い
う
。

こ
こ
で
は
客
観
主
義
的
な
知
識
観
が
否
定
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
観
照
的
な
文
化
と
の
関
係
も
退
け
ら
れ
て
い
る
。
各
人
は
文
化
財

と
の
関
わ
り
を
通
じ
て
多
か
れ
少
な
か
れ
統
一
的
な
自
己
の
世
界
観
を
形
成
す
る
が
、
そ
の
統
一
性
と
は
論
理
的
な
無
矛
盾
性
に
と
ど
ま

ワ
イ
マ
ー
ル
期
国
法
学
に
お
け
る
方
法
と
主
体
の
問
題
（
六
）
（
大
野
）

一
一
一

人
間
に
と
っ
て
知
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
も
な
る
。
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ら
な
い
。
そ
の
意
味
は
、
世
界
観
の
統
一
性
が
意
識
内
容
の
哲
学
的
体
系
性
に
で
は
な
く
、
人
格
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
人
格
的
解
釈
の
余
地
が
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
内
的
矛
盾
は
要
請
さ
え
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
の
解
釈
と
は
自
ら
の
人

格
的
価
値
観
点
か
ら
の
意
識
的
無
意
識
的
な
整
理
と
は
い
え
、
こ
の
価
値
観
点
も
ま
た
知
識
の
集
積
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
知
識
と
人
格
と
の
関
係
を
前
提
と
し
た
教
育
の
あ
り
方
は
、
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。
「
国
民
成
人
学
校
の
教
師
す
べ
て

に
無
条
件
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
、
教
師
が
聴
講
者
に
提
示
す
る
知
識
に
関
わ
る
す
べ
て
を
い
く
つ
か
の
大
き
な
指
導
的
理
念
に
還
元
す

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
理
念
は
知
識
の
素
材
そ
の
も
の
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
国
民
成
人
学
校
の
生
徒
を

（
相
）

動
か
す
大
問
題
と
の
生
き
生
き
し
た
関
係
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
統
一
的
な
世
界
観
が
存
在
し
な
い
状
況
の
中
で
は
教
師

は
世
界
観
を
聴
講
者
に
告
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
教
師
は
聴
講
者
が
自
己
の
世
界
観
に
い
た
る
様
々
な
方
法
を
示
す
だ
け
で
あ
り
、
聴

講
者
自
身
が
自
己
の
教
養
の
理
想
を
無
限
な
も
の
の
中
に
探
求
し
、
自
己
の
特
定
さ
れ
た
教
養
の
理
想
を
有
限
な
も
の
の
中
に
捜
し
求
め

こ
れ
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
価
値
相
対
主
義
と
学
問
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
た
と
こ
ろ
に
近
い
。
学
問
と
人
格
的
指
導
と
の
関
係
に
つ

い
て
い
え
ば
、
機
械
化
さ
れ
た
世
界
に
対
す
る
批
判
か
ら
退
行
的
な
牧
歌
的
調
和
像
を
も
っ
て
克
服
の
道
を
探
る
よ
う
な
ロ
マ
ン
主
義
に

は
ヘ
ラ
ー
も
ま
た
否
定
的
で
あ
り
、
学
問
な
い
し
論
理
の
固
有
の
意
義
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
教
師
の
立
場
で
の
価
値
観
の
強
要
も

否
定
し
て
い
る
。
し
か
し
ヘ
ラ
ー
は
知
と
人
格
形
成
な
い
し
教
育
と
の
関
係
を
よ
り
具
体
的
、
積
極
的
に
考
え
て
い
る
。
そ
れ
に
は
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
の
学
問
論
で
の
議
論
が
大
学
の
講
堂
を
念
頭
に
置
い
て
お
り
、
相
互
批
判
が
成
り
立
た
な
い
よ
う
な
場
を
前
提
と
し
て
い
る
の

に
対
し
て
、
ヘ
ラ
ー
の
国
民
学
校
は
よ
り
開
か
れ
た
民
主
的
な
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
一
つ
の
理
由
が
あ
る
。
ト
レ
ル
チ

も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
旧
来
の
学
問
の
問
題
が
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
大
学
と
い
う
制
度
そ
の
も
の
ま
で
含
ん
だ
形
で
批
判
が
加
え
ら
れ

（
別
）

る
と
い
う
状
況
で
は
、
そ
の
違
い
に
一
定
の
意
味
を
華
沈
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。

（
⑬
）

る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
問
題
は
そ
う
し
た
外
在
的
原
因
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
と
無
関
係
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
ヘ
ラ
ー
は
認

識
と
実
践
と
の
関
係
を
交
差
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
と
り
わ
け
社
会
的
現
実
に
関
す
る
学
に
つ
い
て
理
論
は
未
来
形
成
的
な
も

（
別
）

の
と
し
て
実
践
に
対
す
る
自
覚
的
作
用
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
と
り
わ
け
ヘ
ラ
ー
が
研
究
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
っ
て

以
後
、
特
に
「
国
家
学
」
の
中
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
は
あ
る
種
合
理
化
さ
れ
た
「
体
験
」
の
位
置
づ
け
も
含
め
て
、
国
家
全

（
艶
）

体
の
次
一
工
で
人
格
と
知
、
実
践
と
理
論
と
い
う
問
題
が
、
例
え
ば
国
民
と
国
家
な
ど
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
で
は
ヘ
ラ
ー
を
中
心
に
し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
の
関
係
を
検
討
し
て
み
た
が
、
イ
ェ
リ
ネ
ク
に
つ
い
て
そ
う
だ
っ
た
よ

う
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
関
し
て
も
、
そ
こ
に
内
在
化
さ
れ
て
い
た
諸
要
素
を
本
稿
で
取
り
上
げ
た
各
論
者
は
拡
大
し
て
議
論
し
て
い
る
と

も
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
時
代
の
中
心
は
、
西
洋
合
理
主
義
に
踏
み
と
ど
ま
っ
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
は
異
な
り
、
む
し
ろ
主
観
・
客
観
の

（
錨
）

一
一
元
論
や
形
式
主
義
の
批
判
に
あ
り
、
そ
れ
は
本
‐
釆
的
人
間
や
価
値
の
回
復
を
目
的
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
学
科
の
性
質
上
、
政
治
的
主

（
弱
）

体
の
問
題
が
対
象
と
さ
れ
る
と
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
旅
の
主
体
が
共
同
性
を
欠
い
た
も
の
と
映
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
ま
た
、
政

治
理
論
の
側
面
で
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
に
は
指
導
的
政
治
家
の
資
質
を
強
調
す
る
一
面
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
決
断
主
義
的
政
治
理

（
弱
）

論
で
あ
る
と
の
印
象
を
与
一
え
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
ワ
イ
マ
ー
ル
期
国
法
学
の
論
者
に
よ
る
ウ
ェ
１
バ
ー
受
容
を
概
観
し
て
み
る
と
、
社

会
学
的
分
析
の
実
質
を
別
に
す
れ
ば
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
方
法
論
的
主
張
で
あ
る
存
在
と
価
値
の
二
元
論
、
学
問
の
価
値
中
立
性
を
法
学
の

中
で
展
開
し
た
も
の
と
し
て
ケ
ル
ゼ
ン
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
し
、
そ
こ
で
の
認
識
論
的
主
観
の
位
置
づ
け
を
も
含
め
た
個
人
主
義
的
性
格

に
対
し
て
批
判
を
向
け
た
も
の
に
、
ス
メ
ン
ト
や
ヘ
ラ
ー
が
あ
る
。
ま
た
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
へ
の
願
望
と
も
と
ら
れ
る
政
治
理
論
で
の

権
力
国
家
的
主
張
を
ｌ
｜
面
的
に
で
ば
あ
れ
ｌ
受
け
入
れ
た
も
の
と
し
て
、
カ
ゥ
フ
マ
ン
が
あ
り
、
シ
ニ
ミ
ッ
ト
も
あ
る
意
味
で
は

（
弱
）

こ
の
列
に
加
わ
る
．
こ
の
よ
う
に
ワ
イ
マ
ー
ル
期
国
法
学
の
鑿
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
譜
鑿
を
ｌ
自
覚
的
に
下
敷
き
に
し
て
い
る
か
ど

ワ
イ
マ
ー
ル
期
国
法
学
に
お
け
る
方
法
と
主
体
の
問
題
（
六
）
（
大
野
）

一一一一一
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二
四

ぅ
か
は
別
と
し
て
ｌ
い
さ
さ
か
薑
に
蓬
し
て
い
る
．
他
方
で
こ
う
し
た
薑
論
を
再
統
合
し
よ
う
と
し
た
ヘ
ラ
ー
の
議
論
は
ウ
ニ

ー
バ
ー
の
中
で
は
入
り
組
ん
で
い
た
学
問
と
実
践
と
の
関
係
を
よ
り
直
載
に
「
国
家
学
」
と
し
て
表
現
し
た
。

ヘ
ラ
ー
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
を
す
ん
な
り
と
受
容
で
き
な
か
っ
た
原
因
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
方
法
論
を
い
わ
ば
文
字
ど
お
り
に
受
容

し
た
ケ
ル
ゼ
ン
と
の
関
係
に
も
妥
当
す
る
。
こ
の
点
を
つ
い
た
ヘ
ラ
ー
に
よ
る
ケ
ル
ゼ
ン
批
判
は
、
必
ず
し
も
ケ
ル
ゼ
ン
の
議
論
に
内
在

的
に
は
妥
当
し
な
い
面
も
あ
る
と
は
い
え
、
ワ
イ
マ
ー
ル
期
の
議
論
全
体
を
通
覧
し
て
み
れ
ば
、
ヘ
ラ
ー
の
無
理
解
と
い
う
よ
り
ケ
ル
ゼ

ン
の
問
題
性
に
関
し
て
正
鋼
を
射
て
い
る
。
そ
の
批
判
的
側
面
や
社
会
論
、
あ
る
い
は
そ
の
依
拠
す
る
批
判
的
人
間
像
と
い
っ
た
実
質
的

内
容
に
つ
い
て
は
接
近
し
て
い
な
が
ら
方
法
的
に
厳
し
く
対
立
し
て
い
た
こ
と
は
、
方
法
の
問
題
が
有
し
て
い
た
政
治
性
を
教
え
て
く
れ

る
。
上
述
の
よ
う
に
ケ
ル
ゼ
ン
も
方
法
の
政
治
性
に
つ
い
て
無
自
覚
で
は
な
く
、
学
問
の
政
治
と
の
関
係
を
自
己
の
問
題
と
し
て
い
た
。

し
か
し
両
者
の
関
係
は
分
断
さ
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
。
そ
れ
を
有
機
的
に
展
開
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
へ
ラ
ー
の
議
論
で
あ
り
、

（
師
）

そ
れ
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
弱
点
で
あ
る
。
ヘ
ラ
ー
が
実
証
主
義
を
批
判
す
る
場
合
に
同
じ
陣
営
に
属
す
る
論
者
は
、
〈
ロ
理
主
義
的
近
代
そ
の
も

の
を
方
法
的
に
問
題
に
す
る
と
い
う
視
角
を
共
有
し
て
い
た
。
ヘ
ラ
ー
は
反
面
で
こ
の
よ
う
な
潮
流
に
属
し
て
い
な
が
ら
、
そ
こ
に
見
ら

れ
る
ロ
マ
ン
主
義
的
な
い
し
権
威
主
義
的
な
性
格
を
脱
色
し
、
再
度
合
理
的
に
権
威
や
人
格
の
問
題
を
国
家
学
の
中
で
構
成
し
よ
う
と
し

た
。
そ
の
具
体
的
構
想
を
以
下
で
検
討
し
て
い
く
。
社
会
認
識
の
具
体
的
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
も
、
法
概
念
の
構
成
を
検
討
す
る
さ
い

に
振
り
返
り
た
い
。

（
１
）
三
・
一
【
函
菖
ｍ
ｍ
Ｃ
目
一
・
胃
の
『
直
ご
厨
呂
の
一
旦
目
函
さ
『
二
目
⑪
Ｃ
凶
、
一
の
ゴ
罰
の
⑤
三
の
ｍ
Ｅ
ｇ
》
］
②
ｇ
》
の
．
］
『
南
・
『
社
会
的
法
治
国
家
へ
の
決
断
」
（
今
井
弘
道
訳
）
、

’
九
九
一
年
、
七
頁
以
下
。
な
お
、
イ
ェ
リ
ネ
ク
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
関
係
に
つ
き
、
股
近
で
は
』
の
ロ
⑪
【
の
。
の
后
Ｐ
Ｃ
の
。
『
函
』
の
一
一
目
鼻
目
』
ｓ
の
弄
一
農
場
島
の

、
薗
色
扇
一
の
耳
の
．
ｍ
ｇ
Ｐ
ｍ
・
』
】
亀
．
．
ま
た
、
の
←
の
岳
回
国
忌
口
の
『
》
○
８
岡
』
の
』
｝
ご
禺
巨
且
三
貫
乏
８
の
『
．
』
⑫
ｇ
が
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
。
イ
ェ
リ
ネ
ク
と
の
関
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（
Ⅱ
）
虫
の
｜
］
ｇ
聾
臣
←
の
←
の
宝
『
の
．
ｍ
・
畠
、
ヘ
ラ
ー
『
国
家
学
』
八
七
頁
。
な
お
市
民
概
念
に
つ
い
て
は
、
古
賀
敬
太
『
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
一
一
○
○

七
年
、
第
七
章
が
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
含
め
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。

（
皿
）
ス
メ
ン
ト
も
戦
後
に
統
合
理
論
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
自
己
批
判
し
て
い
る
。
勾
巨
○
一
｛
切
目
○
且
．
ご
←
○
円
目
・
口
⑩
』
の
ゴ
『
の
」
患
③
》

目
の
ョ
の
己
・
の
冨
貝
の
『
の
呂
二
】
＆
の
シ
二
目
」
一
目
、
の
ゴ
ロ
且
自
烏
『
。
シ
ロ
｛
農
一
Ｎ
の
『
』
・
尹
昌
」
＄
」
》
、
．
』
ｇ
角
・
「
統
合
理
論
が
あ
る
程
度
一
面
的
で
欠
点
が
あ
っ

た
こ
と
は
争
え
な
い
。
統
合
理
論
は
、
そ
の
対
象
の
特
性
と
固
有
の
認
識
傾
向
に
応
じ
て
、
規
範
と
事
実
と
を
で
き
る
限
り
広
範
に
一
致
さ
せ
る
よ
う
に
努
め

た
。
両
者
の
間
の
緊
張
と
法
の
特
性
と
が
そ
の
点
で
欠
落
し
て
し
ま
う
１
１
憲
法
法
の
特
性
に
つ
い
て
も
、
組
織
や
意
思
形
成
の
契
機
が
極
端
に
目
立
た
な
く

な
る
と
い
う
限
り
で
。
統
合
理
論
は
、
Ｃ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
限
界
事
例
へ
の
志
向
と
は
対
照
的
に
、
通
常
の
国
家
の
現
実
を
扱
お
う
と
す
る
。
統
合
理
論
は
、

再
び
そ
の
基
本
傾
向
と
同
時
に
ま
さ
し
く
一
定
の
弁
証
法
的
傾
向
の
結
果
と
し
て
、
あ
ま
り
に
も
ほ
と
ん
ど
自
動
的
に
成
立
す
る
全
体
性
と
現
実
と
を
調
和
さ

せ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
点
で
歴
史
と
行
為
と
は
欠
落
す
る
ｌ
そ
し
て
他
方
で
は
国
家
の
統
一
構
造
が
過
大
評
価
さ
れ
（
お
そ
ら
く
は
作
用
統
一
体
と
し
て
の
み

ワ
イ
マ
ー
ル
期
国
法
学
に
お
け
る
方
法
と
主
体
の
問
題
（
六
）
（
大
野
）

二
五

二
○
頁
。

（
Ⅱ
）
虫
の
一

（
７
）
国
の
－
－
９
口
の
、
。
旨
の
＆
口
鼠
←
、
ｍ
・
縄
、
『
主
権
論
」
五
七
頁
。

（
８
）
塵
の
一
一
の
円
ｂ
－
の
、
。
旨
の
『
自
】
←
鷲
、
」
念
、
『
主
権
論
』
’
’
二
頁
。

（
９
）
く
函
一
・
シ
ニ
ー
ロ
き
め
の
一
一
二
・
甲
『
の
ご
Ｃ
－
⑩
の
二
ｍ
。
■
ぐ
の
『
眸
昌
戯
言
ご
甸
再
距
頭
の
、
の
鷺
の
一
一
［
・
』
①
垣
切
］
犀
囚
」
の
■
‐
、
國
旦
の
己
。
、
．
、
つ
Ｐ

（
皿
）
四
Ｃ
一
一
の
『
》
の
←
：
房
一
の
｝
弓
Ｐ
ご
叩
。
⑦
切
目
日
】
の
｝
庁
の
、
。
旨
］
津
の
Ｐ
巴
・
』
》
国
。
シ
己
」
ｇ
画
》
ｍ
・
旨
Ｐ
題
Ｃ
・
『
国
家
学
』
（
安
世
舟
訳
）
一
九
七
一
年
、
一
一
一
一
九
、
一
一
一

係
に
つ
い
て
は
、
法
概
念
論
に
関
し
て
ふ
り
返
り
た
い
。

（
２
）
○
の
。
『
、
」
Ｃ
］
一
旨
の
六
一
シ
］
｜
、
の
日
。
旨
の
ｍ
ｇ
ｇ
切
一
の
。
『
Ｐ
］
⑤
ｇ
へ
②
・
ン
戸
｛
一
・
》
］
皀
公
・
め
・
患
『
｛
『
．
・
イ
ェ
リ
ネ
ク
『
一
般
国
家
学
』
（
芦
部
信
善
他
訳
）
、
一
九
七
六
年
、

二
七
六
頁
以
下
。
法
と
道
徳
の
関
係
に
つ
い
て
は
周
知
の
「
法
は
倫
理
的
な
も
の
の
股
小
限
」
と
の
定
義
。
く
弱
一
・
』
の
一
目
の
【
》
ロ
の
②
目
旨
一
の
旨
②
の
冨
田
＆
２
‐

白
日
、
く
。
ご
幻
の
ｓ
一
一
ご
口
息
Ｃ
彦
（
■
ロ
こ
め
弓
呉
の
・
山
・
シ
ロ
踵
，
》
】
②
ｃ
Ｐ
ｍ
・
［
ご
・

（
３
）
方
法
の
観
点
に
限
ら
ず
、
ヘ
ラ
ー
の
法
原
則
も
事
実
的
な
も
の
の
規
範
力
の
一
改
釈
と
捉
え
ら
れ
る
。

（
４
）
エ
の
一
｝
の
『
一
ｍ
の
日
の
『
声
色
回
、
の
口
碑
臣
『
勺
『
。
ご
｜
の
ョ
、
一
房
こ
の
『
旨
。
こ
の
『
ロ
の
曰
の
薗
巴
⑪
‐
口
二
二
ｍ
の
、
彦
厨
島
の
。
『
一
の
》
ご
患
》
】
貝
Ｃ
ケ
ユ
巴
○
で
ず
二
巳
］
貝
（
｝
｛
晩
・
）
・
酉
の
一
一
胃
・

ロ
の
麗
目
目
の
一
富
め
。
ラ
ュ
｛
富
Ｐ
ｚ
・
函
．
シ
島
」
邉
暉
．
ｍ
・
唖
ｓ
・
「
現
代
国
家
理
論
及
び
法
理
論
の
問
題
性
に
関
す
る
覚
え
書
」
、
ヘ
ラ
ー
『
国
家
学
の
危
機
」
（
今
井

／
大
野
／
山
崎
訳
）
、
一
九
九
一
年
、
六
二
頁
。

（
５
）
函
の
’
－
９
函
の
ョ
の
鳥
目
宛
の
Ｐ
⑫
・
画
ｓ
・
「
現
代
国
家
理
論
及
び
法
理
論
に
関
す
る
覚
書
」
、
七
二
’
七
三
頁
。

（
６
）
四
の
一
一
の
『
》
ロ
の
ｍ
・
巳
の
『
少
己
蔵
←
》
］
窟
『
・
胃
。
の
、
四
目
目
の
一
忌
め
◎
ゴ
ュ
帛
冨
Ｐ
忠
・
画
》
⑫
・
褐
、
ヘ
ラ
ー
「
主
権
論
』
（
大
野
／
住
吉
／
山
崎
訳
）
、
一
九
九
九
／

二
○
○
二
年
、
五
七
頁
。
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（
旧
）
ウ
ェ
ー
バ
ー
『
理
解
社
会
学
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
（
林
道
義
訳
）
、
一
九
八
○
年
、
三
二
’
三
三
頁
。

（
四
）
ワ
ー
の
言
『
国
の
已
二
骨
□
一
○
厘
コ
冒
巨
の
『
三
一
勝
の
ゴ
い
の
盲
｛
庁
、
一
の
頁
・
三
色
〆
三
の
す
の
『
い
』
②
留
め
・
お
』
ｇ
》
］
局
》
二
③
』
圏
］
舌
に
よ
れ
ば
、
こ
の
文
化
人
は

「
体
験
」
と
い
う
も
っ
ぱ
ら
受
動
的
・
感
覚
的
な
人
間
か
ら
目
的
設
定
的
存
在
と
し
て
の
人
間
へ
の
啓
蒙
の
所
産
と
し
て
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
課
題
を

学
問
が
引
き
受
け
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
啓
蒙
」
は
、
日
常
の
表
層
か
ら
の
脱
却
と
さ
れ
る
。
そ
の
近
代
的
日
常
と
の
距
離
の
と
り
方
は
、
あ
る
種
実
存
主
義

的
色
彩
を
帯
び
た
も
の
と
い
え
る
が
、
そ
の
解
決
の
方
向
は
あ
く
ま
で
も
合
理
主
義
的
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
脱
・
近
代
的
方
向
で
は
な
く
、
近
代
に
踏

み
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
「
価
値
自
由
と
資
任
倫
理
」
『
現
世
支
配
の
合
理
主
義
』
（
米
沢
／
蕊
目
訳
）
、
一
九
八
四
年
、
一
三
三
頁
。

「
科
学
は
、
政
治
に
関
す
る
決
断
主
義
的
な
見
方
と
技
術
至
上
主
義
的
な
見
方
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
、
一
箇
の
社
会
意
識
を
育
て
上
げ
る
。
そ
の
意
識
は
…
そ
の

決
断
が
特
殊
な
形
で
科
学
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
観
念
で
あ
る
ｃ
…
実
践
的
な
態
度
決
定
の
科
学
的
批
判
に
よ
っ
て
文
化
的
自
己
諒
解
が
普
及
す
る

こ
と
に
も
な
り
、
こ
れ
が
普
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
科
学
も
、
新
し
い
、
政
治
的
に
も
重
要
な
問
題
設
定
を
促
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
」

罰
）
加
藤
新
平
『
法
哲
学
概
論
」
一
九
七
六
年
に
お
け
る
価
値
相
対
主
義
論
も
参
照
。

（
皿
）
ウ
ェ
ー
バ
ー
『
職
業
と
し
て
の
学
問
』
（
尾
高
邦
雄
訳
）
、
一
九
三
六
年
。

（
理
）
出
の
ロ
『
一
口
戸
口
の
回
ヨ
ケ
の
一
（
」
の
『
三
】
沼
自
切
富
津
ｍ
ｌ
ｇ
『
の
冨
閏
三
：
。
扇
》
の
．
］
ｇ
南
・
は
、
こ
れ
を
「
産
婆
術
」
的
な
も
の
と
表
現
し
て
い
る
。

（
羽
）
も
っ
と
も
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
念
型
概
念
の
成
立
に
関
す
る
現
象
学
の
影
響
を
指
摘
す
る
も
の
も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
は
ヘ
ラ
ー
の
議
論
は
妥
当

法
学
志
林
第
一
○
九
巻
第
四
号

一一一ハ

捉
え
ら
れ
る
代
わ
り
に
恥
Ｈ
・
ヘ
ラ
ー
）
、
個
々
人
の
組
み
込
み
を
あ
ま
り
に
も
問
題
視
し
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
個
々
人
の
実
存
的
同
一
化
（
勺
と
．
エ

ル
ッ
ェ
ン
）
は
、
統
合
理
論
の
重
大
な
関
心
事
で
あ
る
。
こ
こ
で
統
合
理
論
は
、
す
で
に
出
発
点
で
次
の
よ
う
な
は
っ
き
り
と
し
て
是
正
を
要
す
る
欠
点
が
あ

っ
た
。
つ
ま
り
、
統
合
理
論
は
テ
オ
ド
ア
・
リ
ッ
ト
の
思
考
様
式
を
借
用
し
て
い
る
が
、
第
一
に
言
語
共
同
体
と
い
う
問
題
な
く
完
結
し
た
圏
域
に
向
け
ら
れ

た
リ
ッ
ト
の
範
鰯
的
記
述
に
依
拠
し
た
た
め
、
問
題
と
し
て
課
さ
れ
て
い
る
葱
法
生
活
の
対
象
と
し
て
の
多
様
性
を
十
分
に
顧
慮
し
て
い
な
か
っ
た
。
」

（
過
）
津
の
］
一
目
⑫
一
画
農
の
｝
島
『
Ｐ
の
．
］
圏
、
『
国
家
学
」
六
九
頁
。

（
Ｍ
）
た
と
え
ば
西
の
一
一
の
『
・
く
・
目
三
の
ｍ
Ｃ
ｐ
１
の
吋
云
ロ
ー
庁
日
・
」
忠
《
・
冒
曲
の
①
⑩
ロ
ョ
ョ
の
｝
（
の
的
の
二
『
一
『
←
の
亘
国
。
．
』
・
画
．
シ
呂
・
己
良
、
。
←
囲
房
の
一
息
扇
一
の
胃
Ｐ
ｍ
・
ｇ
Ｐ

『
国
家
学
」
一
六
三
’
一
六
四
頁
な
ど
。

（
応
）
出
の
－
－
２
ｍ
冨
貫
ｍ
－
ｇ
『
の
》
、
．
』
③
②
、
『
国
家
学
」
一
一
六
頁
。
こ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
、
リ
ッ
ト
と
ス
メ
ン
ト
で
あ
る
。

（
肥
）
四
の
］
一
の
『
．
、
一
目
誌
」
島
『
の
》
の
．
］
臼
、
『
国
家
学
』
一
四
八
頁
。

（
Ⅳ
）
社
会
的
現
実
の
中
で
の
象
徴
や
代
表
象
の
意
義
を
否
定
し
な
い
が
、
そ
れ
が
現
実
に
及
ぼ
す
作
用
は
、
そ
れ
ら
を
受
容
す
る
こ
と
に
よ
る
統
合
作
用
だ
け

で
は
な
く
、
そ
れ
ら
に
反
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
生
ま
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
過
度
な
一
般
化
は
慎
ん
で
い
る
。
旨
一
］
目
印
白
ｇ
ｍ
－
の
可
Ｐ
、
」
ｇ
、
『
国
家

学
』
一
五
○
頁
。
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（
妬
）
参
照
、
上
山
安
敏
『
神
話
と
科
学
」
、
一
九
八
四
年
、
二
六
頁
以
下
。
本
節
全
体
に
つ
い
て
同
嘗
に
示
唆
を
受
け
て
い
る
。

（
師
）
、
一
。
、
守
一
の
Ｑ
【
Ｂ
３
Ｐ
ｇ
ｍ
Ｃ
凶
Ｃ
－
Ｃ
ｍ
－
の
Ｐ
ｌ
ｍ
三
一
切
②
目
の
⑤
富
『
（
》
皀
隠
》
の
。
］
ｇ
・
自
呂
】
貝
厚
四
日
巨
賢
い
つ
。
『
旨
の
ロ
『
田
」
｜
］
召
』
ｂ
・
巴
・
ク
ラ
ヵ
ゥ
ァ
ー
に

つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
己
四
ご
苣
因
１
⑩
ご
『
局
『
四
頭
日
の
日
切
・
『
富
。
」
の
『
昌
亘
》
一
富
⑰
．
ご
ロ
』
ｇ
「
』
雷
。
な
お
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
概
念
の
社
会
学
」
と
ヘ
ラ
ー
が
並

べ
て
引
き
合
い
に
出
す
「
糟
神
科
学
的
心
理
学
」
は
、
性
格
が
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
概
念
の
社
会
学
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
和
仁
陽

『
教
会
・
公
法
学
・
国
家
」
、
一
九
九
○
年
、
二
三
○
頁
以
下
に
詳
し
い
。
ま
た
大
竹
弘
二
『
正
戦
と
内
戦
』
、
二
○
○
九
年
、
は
国
際
秩
序
論
を
詳
細
か
つ
明

確
に
検
討
す
る
が
、
こ
の
関
係
で
は
第
一
章
。

（
躯
）
犀
・
囚
８
口
の
尻
□
】
の
シ
ロ
歯
。
⑭
芦
の
｜
一
寸
の
Ｐ
］
墨
Ｐ
】
貝
⑩
島
『
】
旨
口
ｚ
・
』
・
］
や
貝
の
。
ｇ
・
久
保
哲
司
「
個
と
集
合
亜
ジ
ン
メ
ル
・
ク
ラ
ヵ
ゥ
ァ
ー
・
ベ
ン
ャ
ミ
ン

に
お
け
る
モ
デ
ル
ネ
」
一
九
九
一
一
一
年
、
「
一
橋
論
叢
」
一
○
九
巻
三
号
、
一
一
一
六
○
’
一
一
一
七
七
頁
。

（
羽
）
尿
『
胃
目
９
口
の
三
】
脇
目
⑪
。
富
津
、
汀
一
ｍ
】
ｍ
》
冒
汕
厚
・
自
蚕
自
冨
吋
雨
の
】
Ｅ
ｐ
ｍ
□
Ｃ
目
の
『
如
冨
ｍ
・
塵
・
冨
騨
『
い
】
垣
圏
・
Ｐ
巨
○
ゴ
ー
目
』
口
冨
冨
巨
一
の
『
‐
因
Ｐ
Ｓ
（
昌
晒
・
）
・

【
『
餌
ｓ
巨
の
『
》
の
○
ず
ユ
津
の
貝
、
旦
・
、
』
》
ご
牢
Ｐ
ｍ
・
巳
障
調
．
ｍ
・
画
室
・

（
釦
）
【
『
眉
目
の
『
・
ロ
。
言
園
９
ｍ
○
百
｛
一
ｍ
胃
一
切
一
ｍ
は
、
ト
レ
ル
チ
（
歴
史
主
義
と
そ
の
猪
問
題
）
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
（
学
問
論
巣
）
に
対
す
る
轡
評
で
あ
り
、
絶

対
的
な
も
の
と
の
関
係
の
あ
り
方
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
「
学
問
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
哲
学
的
思
弁
の
助
け
を
借
り
て
、
青
年
の
目
覚
め
た

良
心
に
よ
り
呼
び
出
さ
れ
た
一
「
学
問
の
危
機
」
は
解
決
さ
れ
ず
、
そ
の
克
服
に
は
む
し
ろ
、
学
問
が
こ
こ
で
考
え
ら
れ
た
そ
れ
と
同
じ
く
こ
う
し
た
範
囲
で
お

よ
そ
可
能
に
な
っ
て
い
る
精
神
的
状
況
全
体
か
ら
現
実
に
脱
却
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
相
対
主
義
的
思
考
の
根
絶
、
寄
る
辺
な
き
無
限
性
に
反
対
す
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

眼
差
し
の
遮
断
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
現
実
に
行
わ
れ
て
い
る
全
存
在
の
変
軽
と
繕
び
っ
い
て
い
る
ｌ
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
そ
れ
に
だ
け
鰭
び
っ
い
て
す
ら
な

い
。
そ
こ
で
い
か
に
し
て
、
そ
う
し
た
変
転
に
よ
り
あ
る
い
は
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
絶
対
的
な
も
の
へ
の
入
り
込
み
の
後
に
、
糖
神
的
な
事
象
が
描
か
れ
る

か
、
ど
の
よ
う
な
限
界
を
そ
の
認
識
に
捧
げ
ら
れ
た
「
学
問
」
が
被
る
の
か
。
そ
れ
を
確
認
す
る
の
は
、
本
考
察
の
意
図
と
可
能
性
を
超
え
て
い
る
。
」
煙

ワ
イ
マ
ー
ル
期
国
法
学
に
お
け
る
方
法
と
主
体
の
問
題
（
六
）
（
大
野
）

二
七

学
」
四
七
四
頁

（
妬
）
参
照
、
上

（
師
）
、
一
周
才
｝
の
丘

で
は
な
い
。
Ｑ
・
尿
の
目
の
吾
再
三
戸
、
の
》
固
旦
目
目
二
軍
臣
⑪
い
の
二
・
⑩
閂
冒
冨
・
←
ｏ
ゴ
三
屡
三
の
す
の
『
・
」
患
］
》
一
員
宅
黒
の
『
国
Ｐ
日
－
－
３
コ
（
の
」
・
）
’
三
受
三
の
ウ
の
『
酎
○
１
一
一
８
｜

少
閉
の
⑩
ヨ
の
胃
冨
函
》
、
⑦
Ｂ
－
Ｃ
ｐ
函
》
ご
ロ
・
国
切
←
Ｉ
函
②
四
・

（
肌
）
四
の
一
一
の
『
》
、
←
富
汀
一
の
胃
Ｐ
、
．
届
Ｐ
『
国
家
学
」
一
○
六
’
一
○
七
頁
。

（
溺
）
○
二
１
⑪
ｓ
ご
う
三
唇
一
一
自
画
の
ョ
の
『
官
温
の
。
目
【
宍
の
一
ｍ
の
口
‐
弱
の
劃
：
二
目
『
『
円
冒
自
ご
西
の
｝
］
の
『
い
》
旨
ご
写
一
一
の
『
、
⑫
ｓ
南
（
餌
、
．
）
・
ロ
の
『
⑩
。
Ｎ
旨
一
の
”
の
、
亘
吻
、
冨
呉
》

』
①
量
の
。
『
Ｓ
南
・
肋
・
ミ
ュ
ラ
ー
「
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ラ
ー
と
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
間
の
論
争
に
つ
い
て
の
批
判
的
論
評
」
（
兼
子
義
人
訳
）
、
伽
・
ミ
ニ
ラ
ー
／

ｌ
・
シ
ニ
タ
フ
編
箸
『
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
懸
法
状
況
と
国
家
学
』
（
安
／
山
口
編
訳
）
、
一
九
八
九
年
、
三
一
○
頁
以
下
、
ま
た
、
、
８
一
月
三
ｇ

昏
扇
ロ
盲
苣
自
函
［
胃
」
の
ロ
⑭
。
：
｜
の
ロ
罰
胃
專
殴
盲
目
ｍ
・
呂
今
宍
『
社
会
的
法
治
国
家
へ
の
決
断
』
一
一
一
六
八
頁
以
下
。
安
世
舟
「
訳
者
解
説
」
ヘ
ラ
ー
『
国
家
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（
妬
）
ウ
ェ
ー
バ
ー
『
ロ
ッ
シ
ャ
ー
と
ク
ニ
ー
ス
（
ご
」
（
松
井
秀
親
訳
）
、
一
九
五
五
年
、
五
七
’
五
八
頁
。

（
ｗ
）
国
１
８
く
。
■
炭
目
一
員
□
自
国
の
『
巨
［
：
『
乏
關
の
ゴ
⑩
・
盲
［
戸
］
②
ｇ
・
こ
れ
に
つ
い
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
立
場
か
ら
批
判
す
る
も
の
と
し
て
、
国
目
の
一
目
『
。
「

の
｝
誌
。
戸
っ
尉
再
の
『
・
一
目
Ｃ
日
。
二
号
三
一
切
の
目
鷺
冨
津
』
ｇ
］
』
】
目
印
島
ョ
○
一
一
の
扇
』
島
『
冒
呂
台
目
＆
旨
叩
目
『
ｏ
の
」
一
ｍ
ｓ
）
ロ
の
⑭
色
目
目
の
一
言
、
号
１
津
自
（
雪
ｍ
・
函
・

口
員
目
）
・
里
・
昌
息
、
．
③
認
Ｐ
も
っ
と
も
ト
レ
ル
チ
は
哲
学
の
性
格
に
関
し
て
、
カ
ー
ラ
ー
の
懐
疑
主
義
や
価
値
を
力
尽
く
で
肯
定
す
る
よ
う
な
英
雄
主
義

よ
り
も
、
カ
ー
ラ
ー
の
感
知
可
能
な
本
能
に
親
近
感
を
抱
い
て
い
る
（
○
の
ｍ
Ｐ
Ｂ
ョ
の
一
忌
め
の
ゴ
ュ
津
８
．
ｍ
。
ｓ
⑫
）
。
カ
ー
ラ
ー
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
圏
・
貰
皀
Ｃ
自
由
の
巴
日
一
一
一
四
．
シ
ロ
如
一
・
耳
目
目
言
の
己
の
『
》
９
９
．
ｍ
・
途
角
・

（
詔
）
「
政
治
的
内
容
の
真
箪
な
刷
新
に
生
の
哲
学
が
達
し
得
な
い
の
は
、
そ
れ
が
原
則
的
に
存
在
と
当
為
を
す
で
に
政
治
的
次
元
で
一
致
さ
せ
て
し
ま
い
、
そ

れ
に
よ
っ
て
、
自
分
で
手
に
し
て
お
ら
ず
熱
望
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
古
代
的
素
朴
さ
を
前
提
に
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
「
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
当
為
は
股
も

深
い
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
存
在
に
他
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
…
、
我
ら
の
当
為
も
我
ら
の
蛾
も
深
き
存
在
に
他
な
ら
な
い
。
」
だ
が
同
時
に
、
存
在
と
当
為
の
こ

う
し
た
一
致
は
も
は
や
ギ
リ
シ
ャ
的
造
物
主
の
「
一
義
的
に
安
定
し
た
統
一
性
」
を
も
と
に
し
て
は
実
現
さ
れ
ず
、
「
流
動
の
な
か
で
安
定
し
た
生
の
統
二

を
も
と
に
し
て
の
み
実
現
可
能
で
あ
る
こ
と
は
洞
察
さ
れ
て
い
る
。
す
る
と
相
変
わ
ら
ず
進
歩
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ま
さ
に
私
た
ち
は
「
有
機

（
皿
）
ク
ラ
ヵ
ゥ
ァ
ー
は
、
ト
レ
ル
チ
は
意
味
の
諸
連
関
の
樹
成
を
評
価
に
結
び
つ
け
た
点
で
正
当
で
あ
り
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
価
値
決
定
の
相
対
性
を
学
問
の
立

場
か
ら
主
張
し
た
点
で
正
当
だ
と
す
る
。
【
『
、
百
烏
『
｜
□
】
の
三
一
ｍ
の
目
の
口
冨
「
冨
戸
『
】
爵
『
旨
、
島
１
｛
言
Ｐ
巴
．
⑰
。
］
ｂ
・
層
］
・

（
皿
）
ェ
の
一
一
ｇ
【
１
⑩
一
の
１
の
『
の
日
日
⑪
］
の
胃
Ｐ
目
皿
○
の
②
巴
目
】
の
一
君
、
、
島
１
｛
冨
已
・
田
・
国
．
、
・
圏
・
シ
ロ
ョ
・
急
Ｆ
ｍ
・
貝
シ
ロ
ョ
．
ｇ
・
「
国
家
学
の
危
機
」
、
『
国
家
学
の

危
機
』
、
二
六
、
一
一
一
一
一
一
、
四
四
、
四
五
頁
。
注
羽
で
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
⑪
Ｃ
Ｎ
－
ｏ
ｌ
ｏ
ｍ
－
の
」
の
の
、
。
旨
の
『
盲
旨
厨
す
の
、
１
房
目
二
℃
○
一
冨
⑪
８
の
ヨ
ゴ
の
○
一
○
国
Ｐ
旨

亜
：
ご
ｇ
『
８
－
の
ョ
の
こ
の
門
の
○
国
亘
○
四
の
厚
冒
ロ
の
『
目
聰
函
：
の
『
写
『
冨
貨
三
「
の
ヶ
月
」
隠
閨
と
と
も
に
、
、
】
の
瓜
旦
巴
三
閏
民
の
ニ
ワ
⑪
一
目
副
‐
巨
且
司
目
廓
一
○
口
、
す
の
、
「

昼
｛
［
・
営
烏
『
再
思
耳
砦
三
一
。
、
。
ご
言
の
》
ご
恩
に
よ
る
現
象
学
的
自
我
概
念
へ
の
転
換
が
肯
定
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
ク
ラ
カ
ウ
ァ
ー
の
「
社
会

的
タ
イ
プ
」
お
よ
び
「
社
会
的
ｌ
タ
イ
プ
的
個
別
性
」
に
つ
い
て
は
、
【
Ｂ
Ｃ
ｇ
ｇ
ｍ
Ｃ
凶
○
一
・
四
の
巴
②
乏
冨
の
。
⑩
・
富
［
ご
貝
、
。
冨
津
の
Ｐ
田
・
】
．
、
。
ｓ
》
＄
南
．

な
お
、
ク
ラ
ヵ
ゥ
ァ
ー
は
社
会
的
形
式
を
表
現
形
式
と
目
的
形
式
に
区
別
し
て
お
り
（
、
。
。
）
、
ヘ
ラ
ー
の
枠
組
み
な
い
し
展
開
か
ら
は
親
近
性
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
は
一
盲
及
さ
れ
て
い
な
い
。

（
鋼
）
頭
の
一
一
月
、
〔
：
扇
一
の
胃
の
・
ぬ
」
＄
・
『
国
家
学
』
一
○
七
頁
。

（
弧
）
こ
の
あ
た
り
は
『
国
家
学
の
危
機
」
と
『
国
家
学
』
と
の
時
期
的
違
い
、
現
実
科
学
と
し
て
の
国
家
学
の
確
立
過
程
と
関
連
す
る
。

（
躯
）
こ
の
点
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
、
Ｗ
・
Ｊ
・
モ
ム
ゼ
ン
「
「
理
解
」
と
「
理
念
型
」
」
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
』
（
中
村
／
米
沢
／
嘉
目
訳
）
、
一
九

七
七
年
、
三
二
七
頁
以
下
。

』
函
］
。

法
学
志
林
第
一
○
九
巻
第
四
号

一

一

八
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（
羽
）
エ
の
一
一
の
『
．
⑫
ｓ
ｇ
ｍ
－
の
盲
Ｐ
の
」
認
『
国
家
学
』
一
○
○
頁
。

（
㈹
）
ウ
ェ
ー
バ
ー
『
職
業
と
し
て
の
学
問
」
二
四
、
二
九
、
四
二
、
五
六
頁
。

（
似
）
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
一
八
六
四
年
生
ま
れ
、
ヘ
ラ
ー
は
一
八
九
一
年
生
ま
れ
。

（
蛇
）
『
『
の
二
。
『
．
ご
ゴ
ー
の
厨
百
○
ョ
百
ｍ
目
ヨ
ロ
の
旨
⑫
号
の
ロ
勺
自
国
一
の
ケ
目
・
一
褐
ミ
ヨ
．
ご
叩
○
の
晩
口
目
ョ
の
］
【
の
、
＆
『
一
津
の
ロ
・
巴
』
．
ｍ
・
認
『
》
二
目
」
・
一
目
、
目
旨
１
の
『

、
一
目
目
厨
っ
冨
戸
．
ご
旨
・
旨
叩
○
の
切
餌
日
日
の
一
計
の
、
。
｝
】
昌
津
の
ゴ
・
囚
・
］
・
の
．
『
旨
南
．
も
っ
と
も
こ
れ
ら
の
論
説
で
は
、
前
者
で
は
経
済
的
危
機
以
降
、
後
者
は
ナ
チ

化
の
進
行
と
い
う
状
況
の
中
で
、
青
年
の
質
が
変
化
し
た
こ
と
へ
の
危
倶
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
基
本
に
は
、
依
然
と
し
て
ド
イ
ツ
の
将
来
に
関
す
る

青
年
の
意
義
と
潜
在
的
可
能
性
は
評
価
さ
れ
て
い
る
。
く
、
一
・
句
己
高
田
Ｃ
二
目
弄
一
『
国
の
『
白
目
ご
】
堂
］
。
『
Ｓ
の
言
・
巴
・
号
プ
「
戸
、
の
且
目
曰
く
○
局
霞
ョ
已
昏
『
」
の
『

『
『
の
】
自
国
『
箸
胃
冨
の
昌
一
一
己
目
、
》
ヨ
叩
巨
巨
の
『
へ
、
Ｅ
南
（
二
砲
・
）
己
の
扇
。
Ｎ
旨
一
の
幻
月
亘
の
、
冨
曾
》
、
。
］
召
・

（
蝿
）
ウ
ェ
ー
バ
ー
『
職
業
と
し
て
の
学
問
』
、
五
六
頁
。

（
“
）
た
と
え
ば
戦
争
体
験
の
神
化
へ
の
批
判
と
し
て
、
ワ
イ
マ
ー
ル
末
期
の
も
の
だ
が
、
「
権
威
的
自
由
主
義
」
で
は
「
全
体
国
家
」
の
理
想
を
「
青
年
運
動

や
戦
争
体
験
か
ら
生
ま
れ
た
、
誠
実
で
は
あ
る
が
政
治
的
に
は
漠
然
と
し
た
夢
想
」
と
し
て
い
る
。
そ
れ
を
夢
想
で
は
な
く
合
理
化
す
る
の
が
、
ヘ
ラ
ー
の
課

ワ
イ
マ
ー
ル
期
国
法
学
に
お
け
る
方
法
と
主
体
の
問
題
（
六
）
（
大
野
）

二
九

‐
こ
い
ロ
フ
。

（
羽
）
エ
Ｑ

（
㈹
）
ウ
｜

（
似
）
ウ
｜

（
蛇
）
弓
の
一

的
な
も
の
の
生
成
、
そ
し
て
内
的
多
様
性
と
難
解
さ
」
に
直
面
し
て
い
る
た
め
、
健
康
な
生
［
活
］
か
病
的
な
生
［
活
」
か
、
正
し
い
生
［
活
］
か
正
し
く
な

い
生
［
活
］
か
と
い
う
決
定
の
前
に
、
私
た
ち
は
立
た
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
美
的
ｌ
倫
理
的
な
生
の
価
値
を
支
持
す
る
決
定
、
と
く
に
シ
ュ
テ
フ
ァ

ン
・
ゲ
オ
ル
ゲ
に
体
現
さ
れ
た
徒
［
法
則
］
を
支
持
す
る
決
定
は
、
政
治
的
統
合
力
を
手
に
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
こ
で
は
、
軽
蔑
さ
れ
た
大
衆
に
は
無

関
係
で
無
関
心
で
あ
り
、
こ
う
し
た
大
衆
は
同
棡
な
き
高
慢
に
よ
っ
て
は
形
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
消
滅
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
か
ら
に
他
な
ら
な

い
。
絶
対
的
な
も
の
と
関
係
を
持
た
ず
、
個
人
、
階
級
、
国
民
、
そ
し
て
人
菰
を
拘
束
す
る
法
理
念
も
な
い
た
め
、
生
の
哲
学
は
政
治
的
な
も
の
の
な
か
で
は
、

一
九
世
紀
実
証
主
義
に
劣
ら
ず
、
〈
生
命
力
あ
る
徒
／
法
則
〉
に
到
達
し
て
い
な
い
。
」
餌
の
」
一
の
『
固
貝
・
冨
目
二
厘
．
一
ｍ
目
■
、
』
馬
①
ｓ
・
』
島
・
」
忠
】
・
一
目
の
の
‐

留
日
ョ
の
｝
富
⑫
８
『
一
津
圏
・
圧
・
」
．
ｍ
・
乞
噌
と
ｇ
・
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
、
ヘ
ラ
ー
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
（
大
野
・
細
井
訳
）
、
二
○
○

四
年
、
一
五
六
’
一
五
七
頁
。
餓
初
の
二
つ
の
引
用
が
、
【
陣
三
国
》
国
の
『
具
こ
の
『
三
關
自
鷺
冨
［
一
・
ｍ
・
筐
・
念
で
あ
る
。
カ
ー
ラ
ー
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
つ
い
て
、

同
所
で
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
お
か
し
た
誤
り
は
、
彼
が
当
時
必
要
で
あ
っ
た
一
な
る
も
の
が
後
に
合
理
的
に
解
体
さ
れ
た
こ
と

か
ら
、
今
日
再
び
必
要
と
な
っ
て
い
る
一
な
る
も
の
が
不
可
能
だ
と
結
論
づ
け
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
こ
の
誤
り
は
、
彼
が
当
時
実
際
に
実
現
さ
れ
て
い
た
必
然

性
の
一
回
的
性
格
と
、
今
日
実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
必
然
性
の
一
回
的
性
格
と
を
見
誤
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
彼
が
そ
の
す
べ
て
の
進
歩
信
仰
を
も
っ

て
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ま
さ
に
彼
の
狭
い
合
理
性
に
よ
る
進
歩
信
仰
の
故
に
こ
そ
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
か
く
て
生
き
生
き
し
た
も
の
の
真
の
全
体
的
進

行
へ
と
迫
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
」
（
、
。
怠
）
古
い
学
問
は
「
生
き
生
き
し
た
も
の
の
生
成
と
進
行
」
（
、
怠
）
に
包
括
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
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（
灯
）
函
の
一
一
の
『
．
。
の
醜
冨
一
計
巨
皀
」
凶
の
｜
□
臼
９
国
］
厨
８
８
ぐ
○
一
戸
⑰
彦
Ｃ
ロ
ゴ
の
呂
巨
一
の
．
冒
叩
○
の
⑩
出
ヨ
ョ
の
』
忌
め
○
ゴ
ユ
津
の
Ｐ
、
ユ
・
］
．
、
．
⑰
忠
・

（
妃
）
窪
の
］
Ｐ
の
『
』
。
⑦
、
一
画
一
計
一
三
二
国
】
の
一
旦
閂
烏
自
の
ｓ
Ｃ
ｐ
ぐ
○
一
六
⑩
ｐ
Ｃ
ｓ
ｍ
ｂ
ゴ
ニ
ー
Ｐ
の
。
＄
二
・

（
網
）
こ
の
よ
う
な
意
味
で
ヘ
ラ
ー
は
政
党
学
校
と
成
人
学
校
の
性
格
の
違
い
を
述
べ
、
世
界
観
の
対
立
は
綱
神
次
元
の
問
題
で
あ
り
、
梅
力
次
元
の
問
題
で
は

な
い
と
し
て
い
る
。
雪
の
臣
の
『
》
く
○
一
戸
の
彦
○
ロ
ゴ
⑭
呂
巳
の
口
二
二
℃
Ｐ
円
冨
一
ｍ
目
巳
の
』
垣
］
や
へ
ｇ
・
】
貝
。
の
⑪
Ｐ
目
ロ
】
の
一
斤
の
、
８
ユ
『
（
の
Ｐ
国
』
’
一
》
の
．
ｇ
』
・

（
釦
）
ヘ
ラ
ー
が
国
民
学
校
で
行
っ
て
い
た
教
育
の
具
体
的
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
は
、
参
加
者
の
証
言
と
し
て
、
句
ュ
薗
田
・
『
旨
、
宝
》
江
の
旬
日
、
目
津
の
］
］
の
『
倍
呂
‐

『
の
『
』
の
『
』
■
ぬ
の
且
目
こ
ぐ
。
『
颪
目
】
ご
『
の
『
」
の
局
［
『
の
一
の
口
国
冒
愚
ｎ
房
目
目
（
一
目
、
。
（
現
代
の
）
大
学
教
員
に
つ
い
て
も
、
そ
の
最
大
の
課
題
は
、
「
梢
神
的
な
水
単

を
下
げ
る
こ
と
な
く
生
気
あ
る
今
日
的
問
題
と
の
明
ら
か
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
結
び
つ
き
を
見
つ
け
だ
す
こ
と
」
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
因
の
一
一
の
『
・
三
目
烏
「

｝
■
。
、
の
回
目
皀
の
『
の
←
巨
旦
の
ゴ
厨
○
彦
陣
津
ご
］
垣
⑭
函
・
旨
叩
の
①
⑪
Ｐ
ヨ
ヨ
の
一
言
、
○
ず
ユ
｛
旨
Ｐ
団
』
・
】
。
、
．
『
西
Ｐ

（
団
）
の
。
巨
冒
三
自
陣
〕
扇
島
の
一
目
ロ
函
｛
胃
且
自
切
且
Ｐ
］
自
詞
の
⑤
冒
閉
日
９
．
ｍ
．
』
←
『
閉
、
『
社
会
的
法
治
国
家
へ
の
決
断
』
一
六
八
頁
以
下
は
認
識
意
志
と
権
力

意
志
と
の
交
錯
と
い
う
観
点
か
ら
こ
の
点
を
指
摘
す
る
。

（
顕
）
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
視
点
は
自
分
の
属
し
て
い
る
時
代
の
流
れ
に
抗
し
つ
つ
も
近
代
合
理
性
の
側
に
立
ち
、
近
代
以
降
の
問
題
を
よ
り
長
い
視
角
の
中
で
捉
え
、

そ
の
中
で
主
体
の
位
腫
ｌ
そ
れ
は
錆
価
値
に
引
き
裂
か
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
悲
劇
的
で
あ
る
ｌ
‐
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
た
．
そ
れ
は
学
究
と
し
て

の
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
態
度
で
も
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
次
元
で
提
示
さ
れ
る
人
格
は
、
英
雄
的
色
彩
を
帯
び
て
い
る
。
果
た
し
て
大
衆
社
会
に
生
き
る
一
般

（
妬
）
国
の
』
一
の
『
・
の
①
切
冒
一
一
目
二
国
】
の
一
」
の
『
１
の
貝
⑩
Ｓ
の
。
く
○
一
厨
ず
Ｃ
ｓ
⑩
。
冒
一
の
》
ご
』
Ｐ
旨
叩
○
の
閏
ヨ
ョ
の
一
百
の
ｓ
１
「
訂
Ｐ
・
巴
・
］
．
、
・
圏
①
南
・
》
９
画
。
な
お
、
こ
の
調
演

が
ラ
ー
ト
プ
ル
フ
と
と
も
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
文
化
財
の
見
方
は
多
分
に
ラ
ー
ト
プ
ル
フ
の
「
超
人
格
的
世
界
観
」
に
類
似
し
て
い
る
。

ヘ
ラ
ー
の
成
人
教
育
に
つ
い
て
は
、
山
口
利
男
「
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ラ
ー
の
政
治
教
育
論
」
、
横
越
英
一
編
一
．
政
治
学
と
現
代
世
界
」
所
収
、
一
九
八
三
年
、
六

二
三
頁
以
下
に
詳
し
い
。
ま
た
、
同
『
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ラ
ー
と
現
代
』
、
二
○
○
二
年
。
発
展
的
に
、
同
「
二
一
ｇ
胃
館
の
弓
の
概
念
」
『
名
古
屋
大
学
法
政
論
染
」

一
九
七
頁
。

（
頓
）
方
法
坐

四
一
号
、
一
九
六
七
年
、
一
頁
。

》
）
方
法
論
と
主
体
性
の
問
題
に
関
し
て
は
、
シ
ニ
ル
フ
タ
ー
『
近
代
合
理
主
義
の
成
立
」
（
鶏
目
克
彦
訳
）
、
’
九
八
七
年
、
特
に
三
、
「
価
値
自
由
と
資
任

倫
理
」
『
現
世
支
配
の
合
理
主
義
』
（
米
沢
／
鶏
目
訳
）
所
収
．
Ｗ
ｊ
名
ム
ゼ
ン
「
「
理
解
」
と
「
麗
念
型
」
」
『
マ
ヅ
ク
ス
う
ニ
ー
パ
ー
ー
社
会
・
政

治
・
歴
史
』
（
中
村
／
嘉
目
／
米
沢
訳
）
所
収
。
ギ
デ
ン
ズ
『
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
思
想
に
お
け
る
政
治
と
社
会
学
』
（
岩
野
弘
一
訳
）
、
一
九
八
八
年
、
今
井
弘
道

「
自
立
的
「
人
格
」
と
公
的
判
断
」
『
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
』
二
九
号
。
古
典
的
な
も
の
と
し
て
、
Ｋ
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
『
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
マ
ル
ク
ス
」

（
柴
田
／
脇
／
安
藤
訳
）
、
一
九
六
六
年
。

法
学
志
林
第
一
○
九
巻
第
四
号

三
○

題
だ
っ
た
。
函
の
］
｜
の
『
》
シ
Ｅ
３
国
威
『
の
『
ロ
ワ
の
『
四
一
一
②
目
宮
廷
．
ご
箇
冒
。
。
閏
目
目
の
｜
｛
の
、
の
｝
】
１
津
呂
・
陣
一
・
Ｐ
ｍ
・
震
的
・
》
「
権
威
的
自
由
主
義
？
」
『
国
家
学
の
危
機
』
、
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の
人
々
に
そ
れ
は
耐
え
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
ヘ
ラ
ー
は
自
ら
教
育
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
自
分
の
周
囲
に
あ
る
諸
要
素
を
足
が
か
り
に
し
て
、
よ
り

広
い
大
衆
の
中
に
政
治
的
啓
蒙
を
施
す
必
要
が
あ
る
と
意
識
し
て
い
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
も
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
あ
る
が
、
彼
は
そ
れ
を
「
学
問
」
の
立
場
か

ら
直
接
に
行
う
こ
と
は
し
な
い
。
こ
う
し
た
ス
タ
ン
ス
の
違
い
が
学
問
の
性
格
づ
け
や
方
法
論
に
反
映
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

（
調
）
こ
の
近
代
を
め
ぐ
る
問
題
は
お
よ
そ
一
九
世
紀
以
降
の
重
要
な
哲
学
者
の
モ
テ
ィ
フ
を
な
し
て
い
る
。
ワ
イ
マ
ー
ル
の
同
時
代
で
は
い
う
ま
で
も
な
く
ハ

ィ
デ
ガ
ー
が
そ
う
だ
し
、
マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て
も
同
様
の
指
摘
が
可
能
で
あ
る
。

（
別
）
こ
の
点
は
価
値
に
関
す
る
倫
理
的
根
本
主
義
と
多
元
主
義
と
の
結
合
に
関
し
て
、
価
値
討
議
の
可
能
性
の
否
定
で
あ
る
と
い
う
ア
ル
パ
ー
ト
の
ウ
ェ
ー
バ

ー
批
判
に
関
係
す
る
。
ハ
ン
ス
・
ア
ル
バ
ー
ト
『
批
判
的
理
性
論
考
」
（
萩
原
能
久
訳
）
、
’
九
八
五
年
。
シ
ニ
ル
フ
タ
ー
は
上
述
の
方
法
論
の
倫
理
性
と
い
う

観
点
か
ら
、
了
ル
バ
ー
ト
の
批
判
は
拙
遮
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
制
度
的
次
元
１
‐
つ
ま
り
国
家
学
次
元
ｌ
で
は
、
官
僚
制
化
に
対
す
る
個
人

の
活
動
の
自
由
の
確
保
と
い
う
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
中
心
的
関
心
（
「
新
秩
序
ド
イ
ツ
の
議
会
と
政
府
」
ウ
ェ
ー
バ
ー
『
政
治
論
集
２
」
（
中
村
貞
二
訳
）
、
一
九
八

二
年
、
三
六
四
頁
）
か
ら
し
て
も
、
主
意
主
義
的
な
い
し
決
断
主
義
的
色
彩
が
強
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
一
三
六
頁
）
。

（
弱
）
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
三
○
一
『
恩
ロ
、
」
・
ｇ
ｏ
ヨ
ョ
切
目
・
三
ｍ
良
三
の
ケ
の
『
目
二
ｓ
Ｃ
鳥
貝
⑪
呂
巾
で
○
一
一
鼻
』
＄
〒
］
④
巴
（
』
⑪
＄
へ
］
ヨ
ー
）
・
モ
ム
ゼ
ン
「
マ
ッ
ク

ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
ド
イ
ツ
政
治
］
患
〒
己
ｇ
』
Ｉ
（
安
／
五
十
嵐
／
田
中
訳
）
、
一
九
九
三
年
、
２
（
安
／
五
十
嵐
／
小
林
／
牧
野
訓
）
、
一
九
九
四
年
。

（
師
）
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
こ
れ
ら
の
人
々
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
個
々
に
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
前
提
と
し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
全
体
像
を

議
論
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
論
で
の
類
似
性
を
下
敷
き
に
し
つ
つ
両

者
の
相
違
を
「
責
任
倫
理
‐
｜
の
自
覚
に
見
る
も
の
と
し
て
、
Ｋ
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
「
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
」
、
Ｃ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
『
政
治
神
学
』
（
田
中

／
原
田
訳
）
、
一
九
七
一
年
、
所
収
。

（
訂
）
こ
う
し
た
「
有
機
的
」
ケ
ル
ゼ
ン
評
価
と
し
て
は
今
井
弘
道
に
よ
る
一
所
有
的
個
人
主
義
批
判
者
と
し
て
の
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
」
理
解
が
あ
る
（
「
思

想
史
的
ケ
ル
ゼ
ン
研
究
・
序
説
」
「
北
大
法
学
論
築
』
三
二
巻
一
号
、
一
九
八
一
年
、
一
頁
、
八
六
頁
以
下
）
。
も
ち
ろ
ん
本
稿
で
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
位
置
づ
け
は

ケ
ル
ゼ
ン
の
諸
議
論
を
有
機
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
意
義
を
減
殺
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
ワ
イ
マ
ー
ル
国
法
学
全
体
の
評
価
と
し
て
は
こ
の

よ
う
に
い
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
ワ
イ
マ
ー
ル
国
法
学
の
諸
議
論
は
相
互
批
判
の
上
に
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
の
議
論
が
不

十
分
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
全
体
と
し
て
様
々
な
方
法
論
的
問
題
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
背
景
な
い
し
危
険
性
を
明
る
み
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
本

稿
で
ヘ
ラ
ー
を
中
心
に
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
批
判
的
側
面
に
最
も
行
き
届
い
た
整
理
を
行
い
、
そ
の
上
に
立
っ
て
自
己
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る
か
ら
で
も

あ
る
。

ワ
イ
マ
ー
ル
期
国
法
学
に
お
け
る
方
法
と
主
体
の
問
題
（
六
）
（
大
野
）

＝
-

－
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